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は じ め に 

 

我が国は、世界でも類をみないスピードで高齢化が進行して

おり、団塊の世代がすべて後期高齢者となる令和７（2025）年

には「超高齢社会」を迎え、社会情勢が大きく変化すると想定

されております。本市においても例外ではなく、平成 31（2019）

年３月には既に高齢化率は 30％を超え、若い世代約 2.3 人が

高齢者１人を支えている状況となっております。 

本市は、県内において基幹的な役割を担っていただいている

愛媛大学医学部附属病院や愛媛医療センターを始めとする医療機関や障害者支援

施設、また、介護施設や高齢者関連施設が数多く設置され、恵まれた医療・介護・

福祉環境にあります。 

このような中、これまで本市は、温水プールを利用した運動指導事業や芸術療法

を取り入れた脳トレ大学事業など、各種介護予防事業や在宅福祉施策を展開し、高

齢者の自立支援に向けた取組を進めるなどの介護保険事業を推進してまいりまし

た。 

今期計画においては、本市の特徴である恵まれた環境を活用しながら、これまで

の取組をさらに発展させ、高齢者を支える各種支援が一体的に提供される地域包括

ケアシステムの深化・推進に努めてまいります。 

今後も、高齢者の方々には、知識と経験を活かした社会参加や就労、また、支援

の担い手として地域でご活躍いただければと切に願っております。 

超高齢社会という新たな時代を迎える中で、市民の皆さますべてが住み慣れたこ

のまちで、それぞれが自分らしい生活を営めるまちづくりの推進に、より一層のご

理解とご協力をお願い申し上げます。 

結びにあたり、本計画策定にご尽力賜りました委員の皆さまをはじめ、アンケー

ト調査等にご協力賜りました方々に衷心から御礼を申し上げます。 
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第１章  計画策定にあたって 

１ 計画策定の背景 

 

我が国の総人口は、令和２（2020）年５月１日現在、１億2,589万人で、その内65歳以上

の高齢者人口は3,607万人で、総人口に占める高齢者人口の割合（高齢化率）は28.7％とな

っています。高齢者人口は、「団塊の世代」が75歳以上となる令和７（2025）年には3,677万

人となり、高齢化率は30.0％に達すると見込まれており、その後も65歳以上の人口は増加

傾向が続き、令和24（2042）年には3,935万人とピークを迎え、その後は減少に転じると推

測されています。 

一方、本市の令和２（2020）年９月末現在の高齢化率は30.9％と全国平均を上回り、75

歳以上の割合は15.4％と高齢化が急速に進行しています。また、高齢の単身世帯も年々増

加しており、高齢者を地域で見守り、支える仕組みづくりが急務となっています。 

本市では、平成30（2018）年３月に「第７期東温市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」

（以下、「第７期計画」という。）を策定し、「ともに幸せ 支えあいのまち 東温市」を目

指すべき将来像に掲げ、できる限り要介護状態にならないよう地域で支えあい、介護・医

療が必要になった場合でも安心して生活ができ、高齢者が自らの意思で自分らしく生きる

ことができるまちの実現を目指し、施策の展開に取り組んできました。 

こうした背景を踏まえ、国において「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保

するための基本的な指針」が示され、市には団塊の世代が75歳以上となる令和７（2025）

年、さらには団塊ジュニア世代が65歳以上となる令和22（2040）年を見据えたサービス基

盤、人的基盤の整備に向け、具体的な取組内容やその目標を本計画に位置付けるよう求め

られています。 

また、令和元（2019）年６月に取りまとめられた「認知症施策推進大綱」に基づき、国に

おいては、認知症の発症を遅らせ、認知症になった場合でも希望を持って日常生活を過ご

せる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視しながら、「予防」と「共生」を車の両

輪として、①普及啓発・本人発信支援、②予防、③医療・ケア・介護サービス・介護者への

支援、④認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援、⑤研究

開発・産業促進・国際展開の５つの柱に基づいた施策が推進されています。 

こうした中、「第７期計画」を見直す時期を迎え、本市の地域特性にかんがみ、地域包括

ケアシステムを一層深化・推進し、高齢者を始めあらゆる世代の市民が支えあい、ともに

幸せに暮らせる地域共生社会を目指し、「第８期東温市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」

（以下、「第８期計画」という。）を策定するものです。 
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２ 関連計画等との連携・整合性・位置付け 

 

本計画は、「第２次東温市総合計画後期基本計画」の中に掲げている「政策目標１：みん

なが元気になる健康福祉のまち」を目指した個別計画に位置付けられ、高齢者が住み慣れ

た地域で、健康で生きがいを持った生活が継続できるよう、地域全体で支えあい、生きが

いを持って元気に暮らせるまちを目指すものです。 

また、地域のすべての市民が役割を持ち、支えあいながら、自分らしく活躍できるコミ

ュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して助けあいながら暮らすことのできる「地

域共生社会」の実現、地域福祉の推進に向け、「東温市地域福祉計画」を上位計画として位

置付けます。 

さらに、病床機能の分化及び連携の推進による効率的で質の高い在宅医療・介護の充実

等地域包括ケアシステムの構築が一体的に行われるよう、「愛媛県高齢者保健福祉計画及び

介護保険事業支援計画」、「愛媛県地域保健医療計画」との整合性を確保しました。 

 

３ 計画策定経過 

 

本計画の策定にあたっては、高齢者ニーズを把握するため、要介護認定を受けていない

人について、日頃の生活や介護の状況、サービスの利用意向などの実態を調査し、計画策

定における基礎資料としました。さらに、在宅で介護をしている家庭を対象とした在宅介

護実態調査を実施しました。 

また、地域の福祉・医療等の各分野を代表する関係者で構成される「東温市高齢者福祉

計画策定等委員会」及び「東温市介護保険推進委員会」において審議・検討を行い、広く市

民の方々を対象とした「パブリックコメント」を実施し、計画策定を行いました。 

 

４ 計画期間及び今後の見直し時期 

 

本計画の計画期間は、令和３（2021）年度から令和５（2023）年度までの３か年としま

す。 

本計画は、団塊の世代が後期高齢者（75歳以上）に到達する令和７（2025）年の高齢者の

あるべき姿と、団塊ジュニア世代が65歳以上となる令和22（2040）年を見据えた計画とし、

サービス・給付・保険料の水準を推計し、中長期的な視野に立った施策の展開を図ります。 

 

  

平成30

(2018)年度

平成31

(2019)年度

令和2

(2020)年度

令和3

(2021)年度

令和4

(2022)年度

令和5

(2023)年度

令和6

(2024)年度

令和7

(2025)年度

令和8

(2026)年度

令和9

(2027)年度

令和10

(2028)年度

令和11

(2029)年度

令和22

(2040)年度

第８期計画

第７期計画

第９期計画

第１０期計画

令和22(2040)年までの長期的見直し

平成27(2015)年

団塊世代が65歳に
令和9(2025)年

団塊世代が75歳に

令和22(2040)年

団塊ジュニア世代が65歳に
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５ 計画見直しにおける国の基本的な考え方 

 

(1)2025 年・2040 年を見据えたサービス基盤・人的基盤の整備 

第８期計画においては、団塊の世代が 75 歳以上となる令和７（2025）年、さらには

団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる令和 22（2040）年の高齢化の状況及び介護需要を

予測し、具体的な取組内容や目標を計画に位置付けることが必要とされ、サービスの基

盤整備を検討する際には介護離職ゼロの実現に向けたサービス基盤整備、地域医療構

想との整合性を図る必要があるとされています。 

 

(2)地域共生社会の実現 

「地域共生社会」とは、社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野

ごとの縦割りや「支え手」、「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主

体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることにより、市民一人ひと

りの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のことを指します。今後において

は、この理念や考え方を踏まえた包括的な支援体制の整備や具体的な取組が重要とさ

れています。 

 

(3)介護予防・健康づくり施策の充実・推進 

住み慣れた地域で自立した日常生活を可能な限り営むことができるよう、市におい

ては、介護予防・健康づくりの取組を強化し、健康寿命の延伸を図ることが求められて

います。 

その際、一般介護予防事業の推進に関しては、保険者機能強化推進交付金等を活用

し、専門職の関与のもと、データの利活用によりＰＤＣＡ※サイクルに沿った推進を図

るとともに、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施や就労的活動の体制整備の取

組と合わせて目標設定を行うことが重要とされています。 

 

※ Plan(計画)Do(実行)Check(評価)Action(改善)の４段階を繰り返し、業務を継続的に改善する手法 

 

(4)有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅に係る情報連携の強化 

高齢者の住まいは、自宅や介護保険の施設サービス以外にも、様々なものがあり、家

庭環境や経済状況、支援の必要性等、高齢者一人ひとりの状況やニーズは多様なことか

ら、幅広い選択肢が必要となっています。 

こうした状況も踏まえ、現状では有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅が

多様な介護ニーズの受け皿となっていることから、サービスの質を確保するとともに、

整備状況を踏まえ、県との情報連携を強化し、適切なサービス基盤整備を進めていくこ

とが重要とされています。 
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(5)認知症施策推進大綱等を踏まえた認知症施策の推進 

「認知症施策推進大綱」を踏まえ、できるだけ認知症の発症を遅らせるとともに、認

知症になった場合でも希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や

家族の視点を重視するなど、「予防」と「共生」を車の両輪として施策を推進していく

必要があります。 

現在、国においては、具体的な施策として、①普及啓発・本人発信支援、②予防、③

医療・ケア・介護サービス・介護者への支援、④認知症バリアフリーの推進・若年性認

知症の人への支援・社会参加支援、⑤研究開発・産業促進・国際展開の５つの柱に基づ

いて施策が推進されています。 

運動不足の改善、糖尿病や高血圧症等の生活習慣病の予防、社会参加による社会的孤

立の解消や役割の保持等が、認知症の発症を遅らせる可能性が示唆されていることを

踏まえ、予防に関する科学的根拠の収集・普及とともに、通いの場における介護予防活

動の推進など、正しい知識と理解に基づいた取組が求められています。 

 

(6)地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 

現状の介護人材不足に加え、令和７（2025）年以降は現役世代（担い手）の減少が顕

著となり、地域包括ケアシステムを支える介護人材の確保が喫緊の課題となっていま

す。 

このため、第８期計画には介護人材の確保についての取組方針等を記載し、県と連携

しながら進めることが必要とされています。 

さらに総合事業等の担い手を確保する取組や、介護現場での業務改善や文書量削減、

ロボット・ＩＣＴ（情報通信技術）の活用の推進等による業務の効率化の取組を強化す

ることが重要とされています。 

 

(７)災害や感染症対策に係る体制整備 

新型コロナウイルス感染拡大や、近年の豪雨災害等による高齢者施設の被害が相次

いだことを受け、介護事業所等と連携した防災や感染症対策についての周知啓発、研

修、訓練等の実施や、関係部局と連携した災害や感染症の発生時に必要な物資（マスク

やガウン等）の備蓄・調達・輸送体制の整備等が求められています。 
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６ 第８期計画における主な介護保険制度改正 

 

地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する

包括的な福祉サービスの提供体制を整備する観点から、「地域共生社会の実現のための社会

福祉法等の一部を改正する法律」が令和２（2020）年６月に成立しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対する市町村の包括的な支援体制の構築の支

援 

【社会福祉法・介護保険法】 

・市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の抱える課題解決のための

包括的な支援体制の整備 

・新たな事業及びその財政支援等の規定を創設し、関係法律の規定の整備  

 

② 地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進 

【介護保険法・老人福祉法】 

・認知症施策の地域社会における総合的な推進に向けた国及び地方公共団体の努力義務を規定  

・市町村の地域支援事業における関連データの活用の努力義務を規定  

・介護保険事業(支援)計画の作成にあたり、人口構造の変化の見通し勘案、高齢者向け住まいの 

設置状況の記載事項への追加、有料老人ホーム設置状況に係る都道府県・市町村間の情報連 

携の強化 

 

③ 医療・介護のデータ基盤の整備の推進  

【介護保険法、地域における医療及び介護の総合的な確保の推進に関する法律】 

・国への介護保険レセプト等情報・要介護認定情報の他、高齢者の状態や介護サービスの情報、

地域支援事業の情報の提供 

・医療保険レセプト情報等のデータベース（NDB）や介護保険レセプト情報等のデータベース（介護

DB）等の医療・介護情報の連結精度向上のため、社会保険診療報酬支払基金等が被保険者番

号の履歴を活用し、正確な連結に必要な情報について安全性を担保しつつ提供することができる  

・社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に、医療機関等が行うオンライン資

格確認の実施に必要な物品の調達・提供の業務を追加 

 

④ 介護人材確保及び業務効率化の取組強化 

【介護保険法、老人福祉法、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律】 

・介護保険事業(支援)計画の記載事項として、介護人材の確保及び業務効率化の取組を追加 

・有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化を図るための見直し 

・介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る５年間の経過措置をさらに５年延長 

 

⑤ 社会福祉連携推進法人制度の創設  

【社会福祉法】 

・社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やＮＰＯ法人等を社員として相互の業務連携を推進する

社会福祉連携推進法人制度を創設 
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７ 日常生活圏域の設定 

 

日常生活圏域は、市民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事

情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設整備の状況、その

他の条件を総合的に勘案して定めるものです。 

本市では、高齢者が住み慣れた地域でこれまでどおりの生活を続けることができるよう

に、第８期計画においても、第７期計画と同様に市全域を一つとして日常生活圏域を設定

します。 

 

 

 

 
 

  

いのとん©2013 東温市 
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第２章  高齢者を取り巻く現状と課題 

１ 人口及び高齢者数等の推移 

 

(１)人口構造 

令和２（2020）年９月末の人口（総人口：33,486 人）の内訳をみると、男性は 65～

69 歳（1,260 人）、女性は 70～74 歳（1,354 人）が最も多くなっています。 

 

 

 

※資料：住民基本台帳（令和 2（2020）年 9 月末日現在） 
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70歳～74歳

75歳～79歳

80歳～84歳

85歳～89歳
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【女性】17,661人
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（人）

【男性】15,825人
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(２)人口及び高齢者数等の推移 

人口の推移をみると、総人口は減少傾向にあり、令和２（2020）年では 33,486 人と、

平成 27（2015）年の 33,833 人から 347 人減少しています。 

高齢者人口（65 歳以上）は平成 27（2015）年以降増加傾向で推移し、令和２（2020）

年で 10,362 人となっています。 

総人口及び年少人口（0 歳～14 歳）、生産年齢人口（15～64 歳）の減少により高齢化

率は年々上昇し、令和２（2020）年では 30.9％となっています。総人口に占める後期

高齢者（75 歳以上）の割合は、令和２（2020）年で 15.4％となっています。 

 

※資料：住民基本台帳（各年 9 月末日現在） 

 

  

単位：人

33,833 33,637 33,608 33,654 33,506 33,486

4,401 4,324 4,254 4,274 4,231 4,220

19,933 19,633 19,484 19,347 19,092 18,904

40歳～64歳 11,157 11,135 11,039 10,997 10,928 10,852

9,499 9,680 9,870 10,033 10,183 10,362

前期高齢者（65歳～74歳） 4,625 4,739 4,827 4,927 5,032 5,190

後期高齢者（75歳以上） 4,874 4,941 5,043 5,106 5,151 5,172

28.1% 28.8% 29.4% 29.8% 30.4% 30.9%

14.4% 14.7% 15.0% 15.2% 15.4% 15.4%

年少人口（0歳～14歳）

生産年齢人口（15歳～64歳）

高齢者人口（65歳以上）

高齢化率

総人口に占める75歳以上の割合

区分

第6期

総人口

平成30年
（2018年）

令和元年
（2019年）

第7期

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

令和2年
（2020年）

4,401 4,324 4,254 4,274 4,231 4,220

19,933 19,633 19,484 19,347 19,092 18,904

9,499 9,680 9,870 10,033 10,183 10,362
33,833 33,637 33,608 33,654

33,506 33,486
28.1%

28.8% 29.4%
29.8% 30.4% 30.9%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

平成27年

（2015年）

平成28年

（2016年）

平成29年

（2017年）

平成30年

（2018年）

令和元年

（2019年）

令和2年

（2020年）

第6期 第7期

(人)

年少人口（0歳～14歳） 生産年齢人口（15歳～64歳） 高齢者人口（65歳以上） 総人口 高齢化率
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(３)世帯数の推移 

世帯数の推移をみると、世帯数及び高齢者を含む世帯数はともに増加傾向にありま

すが一世帯当たりの人数は減少傾向となっています。 

世帯数は令和２年（2020）年で 15,294 世帯と、平成 27（2015）年の 14,534 世帯か

ら 760 世帯、高齢者を含む世帯数は令和２年（2020）年で 4,999 世帯と、平成 27（2015）

年の 4,241 世帯から 758 世帯増加しています。 

世帯数に占める高齢独居世帯の割合は、令和２（2020）年で 18.5％となっており、

平成 27（2015）年から 2.2％高くなっています。 

 

 

※住民基本台帳（各年９月末日現在） 

 

 
 

 

 

 

  

単位：世帯

14,534 14,641 14,845 14,984 15,147 15,294

高齢者を含む世帯 4,241 4,390 4,536 4,665 4,845 4,999

高齢独居世帯 2,363 2,448 2,534 2,607 2,728 2,835

世帯数に占める高齢独居世帯の割合 16.3% 16.7% 17.1% 17.4% 18.0% 18.5%

2.33人 2.30人 2.26人 2.25人 2.21人 2.19人

令和元年
（2019年）

令和２年
（2020年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

平成30年
（2018年）

世帯数

一世帯当たりの人数

14,534 14,641 14,845 14,984 15,147 15,294

4,241 4,390 4,536 4,665 4,845 4,999

16.3% 16.7% 17.1% 17.4% 18.0% 18.5%
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令和２年

（2020年）

(世帯)

世帯数 高齢者を含む世帯 世帯数に占める高齢独居世帯の割合
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(４)将来人口推計 

将来人口の推計をみると、総人口は今後も減少傾向となり、令和５（2023）年では

33,272 人と、令和２（2020）年から 214 人減少する見込みとなっています。その後も

減少は続き、令和７（2025）年では 33,088 人、令和 22（2040）年では 30,543 人とな

る見込みです。 

一方で高齢者人口（65 歳以上）は増加傾向となり、令和５（2023）年では 10,646 人

となる見込みとなっています。 

高齢化率も年々上昇し、令和５（2023）年では 32.0％、令和７（2025）年では 32.4％、

さらに令和 22（2040）年では 34.5％となる見込みです。また、総人口に占める 75 歳以

上の割合は、令和５（2023）年では 16.6％、令和７（2025）年では 18.1％、さらに令

和 22（2040）年では 20.6％となる見込みです。 

 

 

※資料：住民基本台帳人口に基づきコーホート変化率法※で推計。 

※コーホート変化率法：同年に出生した集団（コーホート）の過去における実績人口の変化率に  

基づき将来人口を推計する方法。  

 

 
 

 

  

単位：人
第14期

33,427 33,358 33,272 33,182 33,088 32,975 30,543

4,222 4,199 4,185 4,167 4,155 4,116 3,561

18,752 18,610 18,441 18,323 18,207 18,176 16,441

40歳～64歳 10,798 10,735 10,687 10,679 10,669 10,670 9,428

10,453 10,549 10,646 10,692 10,726 10,683 10,541

前期高齢者（65歳～74歳） 5,298 5,238 5,110 4,916 4,731 4,557 4,254

後期高齢者（75歳以上） 5,155 5,311 5,536 5,776 5,995 6,126 6,287

31.3% 31.6% 32.0% 32.2% 32.4% 32.4% # 34.5%

15.4% 15.9% 16.6% 17.4% 18.1% 18.6% 20.6%

第9期
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・・・
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10,453 10,549 10,646 10,692 10,726 10,683
10,541

33,427 33,358 33,272 33,182 33,088 32,975
30,543
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(５)高齢者人口の見込み 

第１号被保険者（65 歳以上）の推移をみると、令和７（2025）年の 10,726 人をピー

クに減少傾向で推移する見込みとなっています。 

また後期高齢者（75 歳以上）の推移をみると、令和 15（2033）年の 6,676 人まで増

加傾向で推移し、その後減少に転じる見込みとなっています。 
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２ 認定者数の推移 

 

(１)要支援・要介護認定者数の推移 

要支援・要介護認定者数の推移をみると、増減を繰り返し令和２（2020）年では 2,175

人となっており、第１号被保険者に占める認定率は 20.6％となっています。 

 

 

※資料：厚労省「介護保険事業状況報告」（地域包括ケア「見える化」システムより）各年９月末日現在 

※本指標の「認定率」は、第１号被保険者の認定者数を第１号被保険者数で除した数。 

 

(２)要支援・要介護認定者数の内訳の推移 

要支援・要介護認定者の内訳の推移をみると、平成 27（2015）年では要支援２は 393

人、要介護５は 283 人が、令和２（2020）年では、要支援２は 347 人、要介護５は 198

人と、それぞれ 85 人、46 人減少しています。 

 

 

※資料：厚労省「介護保険事業状況報告」（地域包括ケア「見える化」システムより）各年９月末日現在 

 

  

単位：人

9,438 9,629 9,812 10,033 10,183 10,362

2,163 2,160 2,192 2,185 2,150 2,175

第1号被保険者 2,105 2,109 2,142 2,135 2,100 2,135

第2号被保険者 58 51 50 50 50 40

22.3% 21.9% 21.8% 21.3% 20.6% 20.6%

令和2年
（2020年）

第7期

要支援・要介護認定者数

区分

第6期

第1号被保険者数

認定率

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

平成30年
（2018年）

令和元年
（2019年）

226 250 276 272 228 238

393 395 371 346 354 347

393 415 424 443 425 422

344 341 369 367 385 400

285 263 267 275 283 300
239 233 229 260 257 270
283 263 256 222 218 198
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(人)

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 系列3
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(３)要支援・要介護認定者数の今後の推移 

第１号被保険者の認定者数は、令和２（2020）年９月末日現在で計 2,135 人となって

おり、介護度別にみると、要介護１が最も多く、次いで要介護２、要支援２の順となっ

ています。 

今後、後期高齢者人口の増加に伴い、要支援・要介護認定者数は増加傾向で推移して

いく見込みです。 

 

 

※資料：厚労省「介護保険事業状況報告」（地域包括ケア「見える化」システムより）  

 

 

 

  

714 703

小計 1,532 1,530 1,560 1,587 1,611 1,642 1,678 1,811 1,936 2,014

小計 603 570 575 584 594 596 612 667

500406

令和22年

（2018） （2019） （2020） （2021） （2022）

7期計画 ８期計画 （単位：人）

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

要支援１ 268 224 235 238

令和５年 令和７年 令和12年 令和17年

243 243 249 276 299 288

（2023） （2025） （2030） （2035） （2040）

要介護１ 440 421 417 423

要支援２ 335 346 340 346

431 440 456 491 517 526

353 363 391 415 415351

要介護３ 265 273 294 299

要介護２ 357 375 392 399

301 308 316 341 370 389

411 417 454 483

要介護５ 216 211 194 197

要介護４ 254 250 263 269

201 203 208 225 243 255

280 281 300 323 344272

2,238 2,290 2,478 2,650 2,717総数 2,135 2,100 2,135 2,171 2,205

認定率 21.3 20.6 20.6 20.8 20.9 21.0 21.3 23.2 25.2 25.8
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３ 地域包括ケア「見える化システム」を活用した地域分析 

 

(１)認定率の状況 

本市の調整済認定率は 19.5％と県内市町中５番目に高い水準となっており、県平均

と比較すると 0.1 ポイント高くなっています。 

 
※資料：令和元（2019）年、性・年齢構成を考慮しない調整済認定率を使用。計算に用いる標準的な人口構造は

平成 30（2018）年度の全国的な全国平均の構成。 

 

(２)新規要支援・要介護認定者の平均年齢 

本市の新規要支援・要介護者の平均年齢は、81.0 歳となっており、全国平均（80.9

歳）と比較すると 0.1 歳高く、県平均（81.3 歳）と比較すると 0.3 歳低くなっていま

す。 
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（時点）平成30年(2018年)
（出典）厚生労働省「介護保険総合データベース」（平成31年4月10日時点データにて集計）
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(３)第１号被保険者１人当たり給付月額 

本市の第１号被保険者１人当たり給付月額の状況をみると、施設及び居住系サービ

スの給付月額は 12,868 円、在宅サービスは 11,763 円で施設及び居住系サービスにつ

いては全国（9,790 円）、県（10,561 円）に比べ高くなっており、県内市町中２番目に

高い水準となっています。 

在宅サービスも全国（10,600 円）、県（11,147 円）に比べ高くなっており、県内市町

中５番目に高い水準となっています。 

 

 

(４)受給者１人当たり給付月額（認知症対応型共同生活介護） 

本市の施設及び居住系サービスである認知症対応型共同生活介護の受給者１人当た

り給付月額をみると、258,900 円と県内市町中２番目に高い水準となっています。 
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（時点）平成30年(2018年)

（出典）「介護保険総合データベース」及び総務省「住民基本台帳人口・世帯数」
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（時点）令和2年(2020年)
（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和元,2年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）
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(５)受給者１人当たり月平均利用日数・回数（短期入所生活介護） 

本市の短期入所生活介護の受給者１人当たり月平均利用日数・回数をみると、18.4 日

と県内市町中２番目に高い水準となっています。 

 

 

(６)受給者１人当たり月平均利用日数・回数（短期入所療養介護） 

本市の短期入所療養介護の受給者１人当たり月平均利用日数・回数をみると、9.8 日

と県内市町中１番目に高い水準となっています。 
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（時点）令和2年(2020年)
（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和元,2年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）
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（時点）令和2年(2020年)
（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和元,2年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）
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(７)リハビリテーション提供体制の状況 

要支援・要介護者に対するリハビリテーションについては、状態に応じて切れ目なく

リハビリテーションサービスを利用できる体制を構築することが求められており、介

護保険で実施する生活期リハビリテーションの提供体制の状況を把握する必要があり

ます。 

 

【ストラクチャー指標：サービスを提供する物質・人的資源及び組織体制を測る指標】 

 

① 従事者数（理学療法士） 

本市の介護老人保健施設及び通所リハビリテーションに従事する理学療法士は９人で、

認定者１万人当たりに換算すると 42.65 人と、県内市町の中で最も多くなっています。 

 

 

※資料：「見える化」システム（時点）平成 29（2017）年 

 

② 従事者数（作業療法士） 

本市の介護老人保健施設及び通所リハビリテーションに従事する作業療法士は８人で、

認定者１万人当たりに換算すると 37.91 人と、県内市町の中で３番目に多くなっていま

す。 

 

 

※資料：「見える化」システム（時点）平成 29（2017）年 

 

③ 従事者数（言語聴覚士） 

本市の介護老人保健施設及び通所リハビリテーションに従事する言語聴覚士は１人で、

認定者１万人当たりに換算すると 4.74人と、県内市町の中で３番目に多くなっています。 

 

 

※資料：「見える化」システム（時点）平成 29（2017）年  
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合計 18,480 199 9 58 33 5 14 26 10 6 5 17 5 - 2 2 2 3 - - 2 1

認定者１万人当たり 29.42 22.23 42.65 20.07 29.15 21.06 18.25 38.46 34.03 10.20 21.47 27.58 15.55 - 19.67 12.85 16.35 23.04 - - 22.05 5.36

（単位：人）
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認定者１万人当たり 16.35 20.11 37.91 16.26 18.55 37.91 24.77 23.67 47.64 13.60 34.35 22.71 9.33 - - 19.28 49.06 30.72 - - 11.03 16.09

（単位：人）
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合計 1,923 18 1 5 7 - 1 3 0 - - 1 - - - - - - - - - 2

認定者１万人当たり 3.06 2.01 4.74 1.73 6.18 - 1.30 4.44 0.00 - - 1.62 - - - - - - - - - 10.73

（単位：人）
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【プロセス指標：サービスを提供する主体の活動及び他機関との連携体制を測る指標】 

 

① 生活機能向上連携加算算定者 

生活機能向上連携加算とは、訪問介護、通所介護、介護老人福祉施設等、リハビリテー

ション専門職が必置でない事業所において、医療機関や訪問・通所リハビリテーション

事業の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士との連携による生活機能の向上に

向けての心身の状況等の評価、計画作成、計画に基づくサービス提供を評価する加算で

す。 

本市の生活機能向上連携加算算定者数は 37 人で、認定者１万人当たりに換算すると

175.54 人となっています。 

 

 

※資料：「見える化」システム（時点）令和元（2019）年 

 

② 個別リハビリテーション実施加算算定者 

個別リハビリテーション実施加算とは、介護老人保健施設における介護予防短期入所

療養介護・短期入所療養介護において、当該事業所の医師、看護職員、理学療法士、作業

療法士、言語聴覚士等が共同して利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し、

計画に基づいて個別リハビリテーションを提供した場合に算定できる加算です。 

本市の個別リハビリテーション実施加算算定者は 23.9 人で、認定者１万人当たりに換

算すると 113.73 人となっています。 

 

 

※資料：「見える化」システム（時点）令和元（2019）年 
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算定者数 130,283 2,376 37 993 237 37 7 164 99 29 44 280 365 - 7 41 16 9 4 7 0 0

認定者１万人当たり 198.65 257.95 175.54 326.53 207.84 151.17 9.40 231.10 328.33 49.91 191.28 440.47 1,108.83 - 64.84 247.10 130.81 67.84 44.27 160.7 2.79 1.33

（単位：人）
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算定者数 37,628.2 621.8 23.9 166.4 80.5 27.0 15.4 74.8 38.8 44.5 2.9 43.9 34.9 3.0 1.2 7.7 5.0 28.0 3.8 0.9 4.3 14.9

認定者１万人当たり 57.37 67.49 113.73 54.73 70.57 111.07 19.76 105.12 129.17 75.94 12.63 69.13 106.19 49.75 11.21 46.02 39.84 209.11 39.93 21.83 47.38 79.34

（単位：人）
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③ 経口維持加算算定者 

経口維持加算とは、介護保険施設等において、認知機能や摂食・嚥下機能の低下がみ

られる入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員等の多職

種が共同して、食事の観察や会議等を行い、継続的に口から食事が摂れるよう、対象者

ごとに経口維持計画を作成し、その計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が栄養管理を

行った場合に算定できる加算です。 

本市の経口維持加算算定者は 10 人で、認定者１万人当たりに換算すると 49.53 人とな

っています。 

 

 

※資料：「見える化」システム（時点）令和元（2019）年 

 

(８)第７期計画値と給付実績値との対比 

平成 30（2018）年度における計画値と実績値を比較すると、第１号被保険者数の実

績値は対計画比 100.0％、同様に要介護認定者数は対計画比 98.3％となっており、お

おむね計画値どおりの実績値となっています。 

総給付費の実績値は対計画比 96.8％で、計画値に対し実績値が低い結果（約 1.1 億

円）となり、サービス別にみると、特に施設サービスの実績値が対計画比 94.6％で、

実績値が計画値を下回る結果となっています。 

 

平成 30（2018）年度 計画値 実績値 
対計画比 

(実績値／計画値) 

第 1 号被保険者数（人） 9,969 9,966 100.0% 

要介護認定者数（人） 2,171 2,135 98.3% 

要介護認定率（%） 21.8 21.4 98.4% 

総給付費（円） 3,402,261,000 3,291,728,423 96.8% 

 

施設サービス（円） 1,273,570,000 1,204,329,918 94.6% 

居住系サービス（円） 502,046,000 518,141,561 103.2% 

在宅サービス（円） 1,626,645,000 1,569,256,944 96.5% 

第 1 号被保険者 1 人当たり給付費（円） 341,284.1 330,295.8 96.8% 

※資料：「見える化」システム 
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算定者数 33,667 278 10 86 103 7 1 6 6 6 4 22 0 0 - 1 10 14 1 - - 2

認定者１万人当たり 51.33 30.15 49.53 28.34 90.37 29.82 0.64 7.85 18.33 10.24 15.16 33.97 0.76 1.38 - 7.50 80.35 103.31 7.81 - - 10.20

（単位：人）



 

20 

 

令和元（2019）年度における計画値と実績値を比較すると、第１号被保険者数の実績

値は対計画比 100.5％、同様に要介護認定者数は対計画比 95.5％となっており、おお

むね計画値どおりの実績値となっています。 

総給付費の実績値は対計画比 96.2％で、計画値に対し実績値が低い結果（約 1.3 億

円）となっており、サービス別にみると、特に施設サービスの実績値が対計画比 92.8％

で、実績値が計画値を下回る結果となっています。 

 

令和元（2019）年度 計画値 実績値 
対計画比 

(実績値／計画値) 

第 1 号被保険者数（人） 10,069 10,362 100.5% 

要介護認定者数（人） 2,199 2,100 95.5% 

要介護認定率（%） 21.8 20.8 95.1% 

総給付費（円） 3,468,155,000 3,337,576,367 96.2% 

 

施設サービス（円） 1,299,343,000 1,206,337,425 92.8% 

居住系サービス（円） 507,236,000 538,321,676 106.1% 

在宅サービス（円） 1,661,576,000 1,592,917,266 95.9% 

第 1 号被保険者 1 人当たり給付費（円） 344,438.9 329,963.1 95.8% 

※資料：「見える化」システム 

 

令和２（2020）年度における計画値と見込値を比較すると、第１号被保険者数の見込

値は対計画比 101.3％、同様に要介護認定者数は対計画比 96.1％となっており、おお

むね計画値どおりの見込値となっています。 

総給付費の見込値は対計画比 94.4％で計画値に対し見込値が低い結果（約 1.9億円）

となり、サービス別にみると、特に施設サービスの見込値が対計画比 116.1％で、見込

値が計画値を上回る結果となります。 

 

令和２（2020）年度 計画値 見込値 
対計画比 

(見込値／計画値) 

第 1 号被保険者数（人） 10,168 10,305 101.3% 

要介護認定者数（人） 2,221 2,135 96.1% 

要介護認定率（%） 21.8 20.7 95.0% 

総給付費（円） 3,528,375,000 3,331,975,000 94.4% 

 

施設サービス（円） 1,318,955,000 1,531,097,000 116.1% 

居住系サービス（円） 512,161,000 552,498,000 107.9% 

在宅サービス（円） 1,697,259,000 1,531,097,000 90.2% 

第 1 号被保険者 1 人当たり給付費（円） 347,007.8 323,335.76 93.2% 

※資料：「見える化」システム 

 

  



 

21 

４ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果について 

 

(１)調査目的 

「東温市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」は第８期計画の策定に向けて、要介護

状態になる前の高齢者について、日頃の生活や介護の状況、サービスの利用意向などの

実態を調査し、計画策定における基礎的な資料とするため、国が示した調査票に、認知

症などの病気により自分の考えをうまく伝えることが難しくなっても、ご本人が望む

安定した生活を送るための施策を検討するために、本市独自の設問を追加した形で実

施しました。 

 

(２)調査対象者等について 

調査種類 東温市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

対象者 
・東温市に住所を有する 65 歳以上の人から無作為抽出 

（ただし要介護認定者を除く）※対象者：令和２（2020）年５月１日現在 

実施期間 令和２(2020)年５月 18 日（月）～令和２(2020)年６月５日（金） 

実施方法 郵送配布、郵送回収 

回収状況 配布数：1,000 件、有効回数数：776 件、回収率：77.6％ 

 

(３)回答者の属性について 

 母数(n) 
性別 

男性 女性 

全 体 776 45.1％ 54.9％ 

年齢 

65～69 歳 205 48.3％ 51.7％ 

70～74 歳 211 49.8％ 50.2％ 

75～79 歳 161 44.1％ 55.9％ 

80～84 歳 117 37.6％ 62.4％ 

85 歳以上 82 37.8％ 62.2％ 

認定該当状況 
一般高齢者 737 46.0％ 54.0％ 

要支援１・２ 39 28.2％ 71.8％ 
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(４)結果 

① 家族構成 

家族構成をみると、「夫婦２人暮らし（配偶者 65 歳以上）」が 42.7％で最も多く、次い

で「息子・娘との２世帯」が 17.0％、「１人暮らし」が 16.1％となっています。 

 

 

 

② 介護・介助の必要性 

介護・介助の必要性をみると、「介護・介助は必要ない」が 84.7％で最も多く、次いで

「何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない」が 5.8％、「現在、何らかの介護

を受けている」が 4.8％となっています。 

 

 

  

42.7

17.0

16.1

4.0

18.3

1.9

0 10 20 30 40 50

夫婦２人暮らし

（配偶者65歳以上）

息子・娘との２世帯

１人暮らし

夫婦２人暮らし

（配偶者64歳以下）

その他

無回答

(n=776)
(%)

84.7

5.8

4.8

4.8

0 20 40 60 80 100

介護・介助は必要ない

何らかの介護・介助は必要だが、

現在は受けていない

現在、何らかの介護を受けている

無回答

(n=776)
(%)
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③ 経済状況 

現在の暮らしの状況を経済的にみてどう感じているかをみると、「ふつう」が 66.0％で

最も多く、次いで「やや苦しい」が 21.5％、「ややゆとりがある」が 5.9％となっていま

す。 

 

 

 

④ リスク評価について 

「認知機能の低下」、「うつリスク」が４割を超えています。 

 

 

 

  

66.0

21.5

5.9

4.5

1.0

1.0

0 20 40 60 80

ふつう

やや苦しい

ややゆとりがある

大変苦しい

大変ゆとりがある

無回答

(n=776)
(%)

14.3 

20.9 

43.7 

7.9 

22.3 

44.2 

12.1 

0 20 40 60 80

運動機能の低下

閉じこもりリスク

認知機能の低下

低栄養リスク

口腔機能の低下

うつリスク

ＩＡＤＬ低下（４点以下）

(n=776)
(%)
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■運動機能の低下リスク判定方法 

以下の設問に対して５問中３問以上該当する場合は、運動器機能の低下リスクあり。  

設問 選択肢 

階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか  できない 

椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか  できない 

15 分位続けて歩いていますか  できない 

過去 1 年間に転んだ経験はありますか  何度もある／1 度ある 

転倒に対する不安は大きいですか  
とても不安である／ 

やや不安である 

 

■閉じこもりリスク判定方法 

以下の設問に対して該当する場合は、閉じこもりリスクあり。 

設問 選択肢 

週に 1 回以上は外出していますか  
ほとんど外出しない／ 

週 1 回 

 

■認知機能の低下リスク判定方法 

以下の設問に対して該当する場合は、認知機能の低下リスクあり。 

設問 選択肢 

物忘れが多いと感じますか はい 

 

■低栄養リスク判定方法 

以下の設問に対して２問中２問該当する場合は、低栄養リスクあり。 

設問 選択肢 

身長・体重から算出される BMI（体重（kg）÷身長（m）2） 18.5 未満 

6 か月間で 2～3kg 以上の体重減少がありましたか はい 

 

■口腔機能の低下リスク判定方法 

以下の設問に対して３問中２問該当する場合は、口腔機能の低下リスクあり。 

設問 選択肢 

半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか  はい 

お茶や汁物等でむせることがありますか  はい 

口の渇きが気になりますか はい 

 

■うつリスク判定方法 

以下の設問に対して２問中いずれか１つでも該当する場合は、うつ傾向のリスクあり。 

設問 選択肢 

この 1 か月間、気分が沈んだり、ゆううつな気持ちになったり  

することがありましたか  
はい 

この 1 か月間、どうしても物事に対して興味がわかない、あるい

は心から楽しめない感じがよくありましたか  
はい 
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■ＩＡＤＬの判定方法 

以下の設問を各１点とし、計４点以下をＩＡＤＬ※の低下リスクありと評価（どれか１つ

の設問でも「できない」あるいは「していない」と回答した場合はＩＡＤＬの低下リスク

ありと判定）。 

設問 選択肢 配点 

バスや電車を使って 1 人で外出していますか 

（自家用車でも可） 

できるし、している／ 

できるけどしていない 
1 点 

自分で食品・日用品の買物をしていますか  
できるし、している／ 

できるけどしていない 
1 点 

自分で食事の用意をしていますか  
できるし、している／ 

できるけどしていない 
1 点 

自分で請求書の支払いをしていますか  
できるし、している／ 

できるけどしていない 
1 点 

自分で預貯金の出し入れをしていますか  
できるし、している／ 

できるけどしていない 
1 点 

※手段的自立度（ IADL）とは、『手段的日常生活動作』と訳され、日常生活を送る上で必要な動作
のうち、買い物や洗濯、掃除等の家事全般や、金銭管理や服薬管理、外出して乗り物に乗ること
などを指す。 

 
 

⑤ 地域活動への参加状況 

参加している状況をみると、「⑦町内会・自治会」が 39.1％と最も多く、次いで「③趣

味関係のグループ」が 32.3％、「⑧収入のある仕事」が 32.2％となっています。 

 

 

  

22.7

24.5

32.3

9.5

12.0

18.5

39.1

32.2

69.7

66.9

60.6

80.8

80.4

74.2

54

59.9

0% 50% 100%

①ボランティアのグループ

②スポーツ関係のグループやクラブ

③趣味関係のグループ

④学習・教養サークル

⑤介護予防のための通いの場

⑥老人クラブ

⑦町内会・自治会

⑧収入のある仕事

（n=776） 参加している 参加していない
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⑥ 地域づくりへの参加意向（参加者として） 

地域づくりの活動への参加意向をみると、「参加してもよい」が 44.1％で最も多く、次

いで「参加したくない」が 39.9％、「既に参加している」が 7.0％となっています。 

 

 

⑦ 地域づくりへの参加意向（お世話役として） 

地域づくりの活動へお世話役としての参加意向をみると、「参加したくない」が 63.3％

で最も多く、次いで「参加してもよい」が 27.4％、「既に参加している」が 4.0％となって

います。 

 

 

⑧ 認知症相談窓口の認知度について 

認知症に関する相談窓口を「知っている」と回答した人は全体の 32.2％となっています。 

 

 

  

44.1

39.9

7.0

4.9

4.1

0 10 20 30 40 50

参加してもよい

参加したくない

既に参加している

是非参加したい

無回答

(n=776)
(%)

63.3

27.4

4.0

0.9

4.4

0 20 40 60 80

参加したくない

参加してもよい

既に参加している

是非参加したい

無回答

(n=776)
(%)

32.2

63.3

4.5

0 10 20 30 40 50 60 70

はい

いいえ

無回答

(n=776)
(%)
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⑨ 生活状態の現状について【市独自調査】 

認知症などの病気により自分の考えをうまく伝えることが難しくなっても、ご本人

が望む安定した生活を送るための施策を検討するため、24 項目の生活状態に関する内

容について調査を行いました。 

 

【認知症のご家族等を介護している人】 

認知症のご家族等を介護している人については、認知症のご本人のことについて回答い

ただきました。 

現在の生活状態について、できている程度（満足している程度）についてみると、「１ 

家の中に落ち着ける居場所がある」「３ 部屋になじみのものが置いてある」「９ お風呂

に入る」「13 トイレに行く」については、できていると回答した人が半数を上回ってい

ます。 

「14 買い物をする機会がある」「20 地域の一員として社会参加する」「21 選挙に行

くなど政治活動を行う」については、できていないと回答した人が半数を上回っています。 

 

  

単位：％

できて
いない

あまり
できて
いない

まあま
あでき
ている

できて
いる

無回答

1 　家の中に落ち着ける居場所がある 34 5.9 - 29.4 64.7 -

2 　家族や親戚、親しい人たちとのつながりが保たれている 34 8.8 5.9 41.2 44.1 -

3 　部屋になじみのものが置いてある 34 5.9 - 32.4 58.8 2.9

4 　心地よい部屋で過ごす 34 2.9 2.9 55.9 38.2 -

5 　テレビを見たり新聞を読んだり（聞いたり）する 34 5.9 17.6 29.4 47.1 -

6 　夜ぐっすり眠れる 34 - 26.5 38.2 35.3 -

7 　話しを聞いてくれる人がいる 34 2.9 11.8 38.2 47.1 -

8 　食事がおいしい 34 2.9 5.9 50.0 38.2 2.9

9 　お風呂に入る 34 11.8 11.8 26.5 50.0 -

10　身だしなみを整える 34 8.8 20.6 44.1 26.5 -

11　日中は適切で清潔な服に着替える 34 - 17.6 50.0 32.4 -

12　健康的な食事ができる 34 - 5.9 50.0 44.1 -

13　トイレに行く 34 8.8 14.7 23.5 50.0 2.9

14　買い物をする機会がある 34 50.0 23.5 8.8 14.7 2.9

15　自分で使えるお金をもっている 34 32.4 5.9 17.6 41.2 2.9

16　趣味やレクリエーションなどたのしい活動をする 34 35.3 29.4 14.7 20.6 -

17　いろいろな行事を楽しむ 34 23.5 32.4 23.5 17.6 2.9

18　家の外になじみの場所がある 34 14.7 17.6 41.2 20.6 5.9

19　家の周りが片付いている 34 11.8 20.6 47.1 20.6 -

20　地域の一員として社会参加する 34 55.9 17.6 17.6 8.8 -

21　選挙に行くなど政治活動を行う 34 50.0 20.6 14.7 14.7 -

22　家族や周りの人の役に立つことをしている 34 44.1 23.5 23.5 8.8 -

23　安全に外出し、帰宅できる 34 41.2 8.8 26.5 20.6 2.9

24　軽い運動をする（散歩を含む） 34 23.5 35.3 14.7 23.5 2.9

母数
(n)

「1.はい」と回答した方
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【認知症のご家族等を介護していない人】 

認知症のご家族等を介護していない人については、ご自身のことについて回答いただき

ました。 

現在の生活状態について、できている程度（満足している程度）についてみると、多く

の項目について、できている・まあまあできていると回答した方が多かった一方、「18 家

の外になじみの場所がある」「20 地域の一員として社会参加する」については、できてい

ないと回答した人が多くなっています。 

 

  

単位：％

できてい
ない

あまりで
きていな
い

まあまあ
できてい
る

できてい
る

無回答

1 　家の中に落ち着ける居場所がある 677 1.8 2.1 20.2 71.8 4.1

2 　家族や親戚、親しい人たちとのつながりが保たれている 677 2.4 3.7 31.5 59.1 3.4

3 　部屋になじみのものが置いてある 677 2.5 3.7 26.1 61.7 5.9

4 　心地よい部屋で過ごす 677 2.2 5.3 40.2 47.6 4.7

5 　テレビを見たり新聞を読んだり（聞いたり）する 677 1.5 0.7 17.6 77.4 2.8

6 　夜ぐっすり眠れる 677 3.2 16.1 43.3 34.4 3.0

7 　話しを聞いてくれる人がいる 677 2.2 5.6 33.1 55.4 3.7

8 　食事がおいしい 677 1.9 2.4 31.3 61.0 3.4

9 　お風呂に入る 677 1.0 1.3 14.9 79.9 2.8

10　身だしなみを整える 677 0.7 3.1 29.8 63.2 3.1

11　日中は適切で清潔な服に着替える 677 0.9 2.4 26.3 67.4 3.1

12　健康的な食事ができる 677 1.5 4.1 32.2 58.9 3.2

13　トイレに行く 677 0.9 0.1 9.9 86.1 3.0

14　買い物をする機会がある 677 1.8 2.7 18.8 73.3 3.5

15　自分で使えるお金をもっている 677 1.2 3.1 13.9 78.0 3.8

16　趣味やレクリエーションなどたのしい活動をする 677 8.1 14.8 32.5 40.9 3.7

17　いろいろな行事を楽しむ 677 7.1 14.8 42.5 32.1 3.5

18　家の外になじみの場所がある 677 10.3 19.4 33.8 30.9 5.6

19　家の周りが片付いている 677 3.0 12.6 44.5 35.6 4.4

20　地域の一員として社会参加する 677 15.7 19.8 30.1 31.2 3.2

21　選挙に行くなど政治活動を行う 677 6.9 8.7 29.0 52.1 3.2

22　家族や周りの人の役に立つことをしている 677 6.2 11.7 42.7 36.0 3.4

23　安全に外出し、帰宅できる 677 2.7 1.2 15.8 76.1 4.3

24　軽い運動をする（散歩を含む） 677 3.2 13.9 28.7 51.3 3.0

母数
(n)

「2.いいえ」と回答した方
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５ 在宅介護実態調査結果について 

 

(１)調査目的 

「在宅介護実態調査」は第８期計画の策定にあたり、介護を行っている人(介護者)の

実態把握と介護離職をなくしていくための方策を検討することを目的に実施しました。 

 

(２)調査対象者等について 

調査種類 在宅介護実態調査 

対象者 
在宅で生活している要介護（要支援）認定の更新又は区分変更申請

に係る認定対象者及びその介護者 

実施期間 令和元（2019）年６月３日（月）～令和２（2020）年５月 29 日（金） 

実施方法 認定調査員による聞き取り調査 

回収状況 回収数：376 件 

 

(３)結果 

① 施設等の入所について 

施設等への入所について、「検討していない」が 81.6％と最も多く、次いで「検討中」

14.6％、「申請済み」2.9％となっています。 

 

 

  

81.6% 14.6%

2.9%

0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=376)

検討していない 検討中 申請済み 無回答
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② 過去１年間の離職状況 

過去１年間の離職状況をみると、「主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）」は 3.1％と

なっています。 

 

 

 

③ 介護者の勤務形態について 

主な介護者の勤務形態をみると、「働いていない」が 46.5％と最も多く、次いで「フル

タイム勤務」29.7％、「パートタイム勤務」22.1％となっています。 

 

 

  

3.1%

0.8%

0.8%

0.0%

90.7%

0.3%

4.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞

めた（転職除く）

主な介護者が転職した

主な介護者以外の家族・親族が転職した

介護のために仕事を辞めた家族・親族は

いない

わからない

無回答

(n=353)

29.7% 22.1% 46.5%

1.4%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=353)

フルタイム勤務 パートタイム勤務 働いていない わからない 無回答
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④ 働き方の調整について 

主な介護者の働き方の調整についてみると、「特に行っていない」が 36.6％と最も多く、

次いで「介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」

しながら、働いている」33.9％、「介護のために「休暇（年休や介護休暇等）」を取りなが

ら、働いている」14.8％となっています。 

 

 

 

⑤ 就業の継続について 

主な介護者の就労の継続についてみると、「問題はあるが、何とか続けていける」が

51.9％と最も多く、次いで「問題なく、続けていける」21.9％、「続けていくのは、やや難

しい」8.2％、「続けていくのは、かなり難しい」3.3％となっています。 

 

  

36.6%

33.9%

14.8%

1.6%

10.4%

9.3%

0.5%

0% 20% 40%

特に行っていない

介護のために、「労働時間を調整（残業免

除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」し

ながら、働いている

介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」

を取りながら、働いている

介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、

働いている

介護のために、2～4以外の調整をしながら、

働いている

わからない

無回答

(n=183)

21.9% 51.9% 8.2%

3.3%

11.5% 3.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=183)

問題なく、続けていける 問題はあるが、何とか続けていける
続けていくのは、やや難しい 続けていくのは、かなり難しい
わからない 無回答
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⑥ 在宅生活の継続に向けて不安なこと 

今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護についてみると、「認知

症状への対応」が 30.3％と最も多く、次いで「外出の付き添い、送迎等」30.0％、「夜間の

排泄」21.8％、「入浴・洗身」21.0％となっています。 

 

 

 

 

６ 老人ホーム等の状況 

 

令和２（2020）年６月１日現在の本市における軽費老人ホームは２か所、有料老人ホー

ムは１か所、サービス付き高齢者向け住宅は４か所となっています。近年の入退居者の動

向を勘案すると、当面の需要に対して適当な定員が確保されているものと思われます。 

 

施設種別 施設数 定員数 入居者数 

軽費老人ホーム 2 か所 80 人 68 人 

介護付き有料老人ホーム 1 か所 25 人 24 人 

サービス付き高齢者向け住宅 4 か所 150 人 91 人 

 

 

  

20.1%

21.8%

5.4%

21.0%

4.5%

8.5%

21.2%

30.0%

13.9%

30.3%

2.3%

19.8%

9.6%

5.9%

3.1%

8.5%

7.9%

0.8%

0% 20% 40%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

(n=353)
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７ 本市の現状について 

 

〈現状〉 

【人口等より】 

■今後も少子高齢化が進行する見込みとなっています。 

■少子高齢化に伴い、高齢者を含む世帯が増加しています。 

■高齢者人口（65 歳以上）のピークは令和７（2025）年、後期高齢者（75 歳以上）につ

いては、令和 15（2033）年の 6,676 人まで増加傾向で推移し、その後減少に転じる見

込みとなっています。 

■要支援・要介護認定者の認定率は、近年、減少傾向となっています。しかしながら、今

後は、後期高齢者人口が増加することにより、認定者数、認定率ともに増加する見込

みとなっています。 

 

【地域分析より】 

■新規認定者の平均年齢が 81 歳となっていることから、後期高齢者（75 歳以上）の増加

に伴い、認定者数は今後増加していくことが予想されます。 

■認知症対応型共同生活介護の受給者１人当たり給付月額が県内市町と比較して高くな

っています。 

■短期入所生活介護と短期入所療養介護の受給者１人当たり月平均利用日数・回数が県

内市町と比較して多くなっています。 

■総給付費の実績値は平成 30（2018）年度、令和元（2019）年度ともにおおむね計画値

どおりとなっていますが、施設サービス及び在宅サービスに係る給付費については計

画値を下回る結果となっています。 

 

【アンケート結果より】 

■地域での活動について「町内会・自治会」に参加している割合は約４割、「趣味関係の

グループ」及び「収入のある仕事」に参加している割合は約３割となっています。 

■地域づくりへの参加意向は既に参加している割合を含め約５割、運営としての参加意

向は約３割となっています。 

■認知症相談窓口の認知度は約３割となっています。 

■過去１年間の離職割合は 3.1％となっています。 

■在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護は「認知症への対応」、「外

出の付き添い、送迎等」、「夜間の排泄」、「入浴・洗身」の意見が多くなっています。 
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８ 本市の課題について 

 

〈課題〉 

【自立支援・介護予防・重度化防止】 

高齢化の進行により、いつまでも住み慣れた地域で自立した生活が送れるようサポート

体制の充実・強化が必要です。 

今後は、介護予防・健康づくり施策等の充実・推進（地域支援事業等の効果的な実施）

に向け、運動などの介護予防と口腔機能向上、栄養改善等フレイル対策などの保健事業を

一体的に実施することにより、高齢者の健康管理を支援する体制を整備し、市民や事業者

など地域全体への自立支援、介護予防に関する啓発を行うとともに、リスクがある人への

適切なサービスの提供や支援、また、多職種の連携による取組等の充実を図る必要があり

ます。 

 

【認知症施策の推進】 

認知症に関する相談窓口を約７割の高齢者が知らないと回答しており、相談窓口や認知

症に関する啓発が必要です。 

今後の認知症施策については「認知症初期集中支援チームの充実」、「認知症地域支援推

進員の資質向上」、「認知症サポーターの養成などによる認知症に関する啓発活動の推進」

等に取り組むとともに、関係機関等との連携をより一層強化し、市民への周知、認知症の

人本人からの発信に対する支援、認知症サポーターを地域での支援活動につなぐ仕組みづ

くり等に取り組む必要があります。 

 

【地域包括支援センターの充実・強化】 

地域包括支援センターは、相談、関連機関や事業所間の連携体制の構築を行う等の中核

機関としての役割を担っているため、介護予防・健康づくり施策等の充実・推進、認知症

施策の推進や地域共生社会の実現にあたり、総合相談窓口としての周知と機能の充実・強

化を図る必要があります。 

 

【介護給付費の適正化】 

介護保険料の高騰や介護給付費の増加、受給者一人当たりの給付月額が高くなっている

ことなどを踏まえ、介護給付費の適正化に取り組むことが必要です。 

今後は、これまでにも行っております「介護認定の適正化」、「ケアプランの点検」、「住

宅改修等の点検」、「縦覧点検・医療情報との突合」、「介護給付費通知」について、より一

層強化し、介護保険制度が引き続き持続可能な公助のシステムとして存続するよう、それ

ぞれの取組の充実を図り、効果的に実施する体制を整備する必要があります。 
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第３章  計画の基本的な方向 

１ 計画の基本構想 

 

令和７（2025）年の目指すべき将来像を以下のとおりとしました。 

 

できる限り要介護状態にならないよう地域で支えあい、介護・医療が必要になっても安

心して生活ができ、高齢者が自らの意思で自分らしく生きることができるまちの実現を目

指し、上位計画である「第２次東温市総合計画後期基本計画」の目標値と掲げた自立高齢

者の割合82.5％を達成するよう、介護予防の充実・強化に取り組みます。 

本計画期間は、団塊の世代が後期高齢者（75歳以上）となり、本格的な超高齢社会を迎

える令和７（2025）年に向けて、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援を目的とし、住み

慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、「地域包括ケ

アシステム」の構築に向け、中長期的に取り組む３期目にあたります。 

第７期計画の基本構想を継承し、地域の実情やニーズに応じた「地域包括ケアシステム

の深化・推進」をより一層強化します。 

 

 

【地域包括ケアシステムの姿】 

  

ともに幸せ 支えあいのまち 東温市 
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２ 重点施策 

 

基本構想を達成するために、以下の４つの重点施策を設定し、取り組みます。 

 

施策１ 介護予防と地域支援事業の推進 

 
団塊の世代がすべて75歳以上となる令和７（2025）年、さらには団塊ジュニア世代がお

おむね65歳以上となる令和22（2040）年を見据え、従来の介護サービス事業所によるサー

ビスに加え、地域住民、ボランティア、ＮＰＯ、民間企業等による多様なサービスを提供

し、高齢者の社会参加や生きがいの創出を通じた介護予防の強化と、できる限り自立し、

健やかに暮らし続けられる地域づくりを目的に、地域支援事業を推進します。 

 

施策２ 福祉サービスの提供と生きがいづくり 

 
いつまでも健康でいきいきと暮らしていくためには、年齢にとらわれることなく、主体

的に活動し、自立した生活をするための生きがいづくりや健康づくりが重要です。 

そのため、高齢者が生涯を通して活動や生活ができる地域づくりを推進するとともに、

高齢者自身が培った技能や知識を生かしながら社会を支える一員として活躍するための支

援を行います。 

また、住み慣れた地域で安心して暮らすためには、地域での支えあいを基本に、地域全

体で高齢者を支えることが重要になることから、生活支援と福祉サービスの充実を図りま

す。 

 

施策３ 充実した介護サービスと適正な運用 

 
市民が将来にわたり安心してサービスを利用できるよう、適正な介護サービス量を見込

み、充実を図るとともに、介護給付等費用適正化及び介護サービスの質の向上に取り組み

ます。 

また、介護人材確保については、国・県の施策との連携を図りながら取り組みます。 

 

施策４ 地域で支えあう安心なまち 

 

団塊の世代のすべてが75歳以上となる令和７（2025）年を目途に、地域包括ケアシステ

ムの深化・推進を目指し、高齢者の「自立支援、介護予防・重度化防止」に取り組み、保険

者機能の強化を推進します。 

また、今後増加が見込まれている認知症高齢者等への施策を強化するほか、在宅医療・

介護連携や地域ケア会議の推進、生活支援サービスの充実などに取り組むとともに、高齢

者が尊厳を保ち、自立した生活が送れるよう、高齢者の権利を守るための支援の充実を図

ります。  
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３ 各施策の体系 

 

施策１ 介護予防と地域支援事業の推進 

 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業 

（２）包括的支援事業 

（３）任意事業 

施策２ 福祉サービスの提供と生きがいづくり 

 

（１）老人クラブ 

（２）老人福祉センター 

（３）シルバー人材センター 

（４）老人保護措置 

（５）緊急通報体制整備事業 

（６）はり、きゅう及びマッサージ施術費助成事業 

（７）老人福祉電話補助事業 

（８）日常生活用具給付等事業 

（９）高齢者の社会参加の促進 

施策３ 充実した介護サービスと適正な運用 

 

（１）介護サービスの基盤整備 

（２）居宅サービスの展開 

（３）地域密着型サービスの展開 

（４）施設サービスの展開 

（５）第８期計画の給付費の見込み 

（６）介護給付等費用適正化への取組 

（７）介護サービスの質の確保・向上 

（８）高齢者の住まいの充実 

（９）介護・福祉人材の確保 

施策４ 地域で支えあう安心なまち 

 

（１）地域包括ケアシステムの取組 

（２）在宅医療・介護連携の推進 

（３）認知症施策の総合的な推進 

（４）生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進 

（５）地域における見守りの推進 

（６）高齢者虐待防止対策の推進 

（７）地域ケア会議の推進 

（８）災害や感染症対策に係る体制整備 

（９）成年後見制度の利用促進 
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第４章  施策の実現に向けた取組（事業の展開） 

１ 介護予防と地域支援事業の推進 

 

【地域支援事業】 

地域支援事業は、高齢者が要支援・要介護状態になることを予防するとともに、要支

援・要介護状態になった場合においても、住み慣れた地域で自立した日常生活を送れる

よう支援することを目的としています。 

地域支援事業は、「介護予防・日常生活支援総合事業」、「包括的支援事業」、「任意事

業」で構成されています。 

 

地 域 支 援 事 業 

 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業 

①介護予防・生活支援サービス事業（要支援１～２・事業対象者） 

ａ.訪問型サービス        ｂ.通所型サービス 

ｃ.その他の生活支援サービス   ｄ.介護予防ケアマネジメント事業 

②一般介護予防事業（65 歳以上の全高齢者） 

ａ.介護予防把握事業 

ｂ.介護予防普及啓発事業 

・プール使用型運動指導事業   ・脳トレ大学事業 

・短期集中運動講座事業     ・栄養・口腔相談指導事業 

・介護予防運動指導事業 

ｃ.地域介護予防活動支援事業 

ｄ.地域リハビリテーション活動支援事業 

（２）包括的支援事業 

①総合相談支援事業 

②権利擁護事業 

③包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

（３）任意事業 

①家族介護支援事業 

ａ.家族介護教室          ｂ.ねたきり老人等介護手当支給事業  

②その他の事業 

ａ.住宅改修支援費支給事業     ｂ.シルバーハウジング生活援助員派遣事業  

ｃ.介護サービス相談員派遣事業   ｄ.食の自立支援事業 
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(１)介護予防・日常生活支援総合事業 

高齢者が安心して健康な暮らしを送っていくためには、高齢者一人ひとりが自主的に介護

予防に取り組み、自立した生活を送ることができる体制強化が求められており、健康で自立

した生活が継続できるよう、高齢者のニーズに合わせた介護予防及び生活支援を充実・推進

します。 

 

① 介護予防・生活支援サービス事業 

要支援者等を対象に、重度化を防止し、自立した生活を送れるようにするため、専門

的なサービスを維持するとともに、高齢者を含めた地域住民やボランティア、ＮＰＯ等

の参画による多様な介護予防及び生活支援のサービスの提供体制の充実を図ります。 

介護予防・生活支援サービス事業を利用している人が要介護認定を受けた場合におい

ても、地域とのつながりを継続することができるよう、引き続き利用できる体制整備に

ついて検討します。 

 

ａ．訪問型サービス 

【実施事業等】 

事業名称等 事業概要 

介護予防訪問介護相当サービス ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、

食事などの介護や日常生活上の世話を行いま

す。 

訪問型サービスＡ ホームヘルパーや市の研修を受けた従事者

などが居宅を訪問し、日常生活上の世話を行い

ます。 

 

【事業実績及び目標値】 

介護予防訪問介護相当サービス 

 

実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 

(人/月) 
138 127 127 140 140 140 

訪問型サービス A 

 

実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 

(人/月) 
0 1 1 2 2 2 
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ｂ．通所型サービス 

【実施事業等】 

事業名称等 事業概要 

介護予防通所介護相当サービス デイサービスセンターなどにおいて、入浴、

排泄、食事などの介護や日常生活上の世話、機

能訓練などを行います。 

通所型サービスＡ デイサービスセンターなどにおいて、日常生

活上の世話などを行います。 

通所型サービスＣ 日常生活に支障のある生活行為を改善する

ために、運動器の機能向上や栄養改善等のプロ

グラムを、短期間で集中的に実施します。 

 

【事業実績及び目標値】 

介護予防通所介護相当サービス 

 

実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 

(人/月) 
149 140 125 150 150 150 

通所型サービス A 

 

実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 

(人/月) 
0 3 3 4 4 4 

通所型サービス C 

 

実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 

(人/月) 
0 0 0 0 0 400 
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ｃ．その他の生活支援サービス  

【実施事業等】 

事業名称等 事業概要 

栄養改善・見守り配食事業 食事を用意することが困難な要支援者に、栄

養のバランスがとれた調理済みの食事を訪問

により提供し、併せて安否確認を行います。 

 

【事業実績及び目標値】 

 

実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

配食数(食/月) 966 572 533 530 530 530 

 

ｄ．介護予防ケアマネジメント事業  

【実施事業等】 

事業概要 

介護予防・生活支援サービス事業等の利用に際して、地域包括支援センター又は地域包

括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所の介護支援専門員（ケアマネジャ

ー）が、対象者の状態に合った予防や自立支援のための適切なサービス利用に向けて、計

画作成や利用調整等の支援を行います。 

 

【事業実績及び目標値】 

 

実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 

(人/月) 
120 117 107 110 110 110 
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② 一般介護予防事業 

高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、市民主体の通いの場を充

実させ、要介護状態になった場合でも生きがいや役割を持って生活できる地域づくりを

推進します。 

 

ａ．介護予防把握事業 

【実施事業等】 

事業概要 

地域包括支援センターが行う総合相談や地域住民からの情報提供等により、閉じこも

り等の支援を要する人を早期に把握し、市民主体の介護予防活動等へつなぎます。 

 

ｂ．介護予防普及啓発事業 

【実施事業等】 

事業名称等 事業概要 

プール使用型運動指導事業 市内２か所のプールを使用し、足腰への負荷

が少なく、全身を使う水中運動の指導等を行い

ます。 

脳トレ大学事業 市内の集会所・公民館等において、簡単に楽

しめるゲームや芸術療法を取り入れた、活脳の

トレーニング等を行います。 

短期集中運動講座事業 東温市農村環境改善センターにおいて、スト

レッチやバランスボールを使用した運動を行

います。 

栄養・口腔相談指導事業 市内の集会所・公民館等において、栄養、口

腔機能に関する講話や実技等を行います。 

介護予防運動指導事業 運動機能の低下が気になる高齢者等に、筋力

の維持向上のための筋力トレーニング等の指

導を行います。 

 

【事業実績及び目標値】 

プール使用型運動指導事業 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施回数(回) 134 103 112 136 136 136 

参加延人数(人) 2,102 1,625 1,759 2,020 2,020 2,020 

脳トレ大学事業 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施回数(回) 664 540 526 645 645 645 

参加延人数(人) 7,010 5,589 5,260 6,000 6,000 6,000 

 

  



 

44 

 

短期集中運動講座事業 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施回数(回) 22 28 28 24 24 24 

参加延人数(人) 515 608 588 550 550 550 

栄養・口腔相談指導事業 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施回数(回) 0 0 1 4 4 4 

参加延人数(人) 0 0 5 20 20 20 

介護予防運動指導事業 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施回数(回) 124 99 124 120 120 120 

参加延人数(人) 2,394 1,944 2,356 2,600 2,600 2,600 

 

ｃ．地域介護予防活動支援事業  

【実施事業等】 

事業概要 

介護予防（運動）に取り組みたいグループに対して、自主運動グループの立ち上げを支

援します。また、既に活動している自主運動グループに対しては、活動継続のための支援

を行います。 

 

【事業実績及び目標値】 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

育成支援を行う

グループ数 

(グループ) 

12 16 17 18 19 20 
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ｄ．地域リハビリテーション活動支援事業  

【実施事業等】 

事業概要 

自主運動グループなどに栄養士、歯科衛生士等を派遣し、高齢者の心身の状況を把握

し、改善に向けての助言等を行います。 

 

【事業実績及び目標値】 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施回数(回) － 3 2 15 15 15 

参加延人数(人) － 41 20 225 225 225 

 

(２)包括的支援事業 

高齢者が自宅や住み慣れた地域で過ごすことができるよう、包括的支援事業として、

総合相談支援事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業を地域包

括支援センターに委託し実施します。また、市内に設置されている２か所の在宅介護支

援センターを、地域包括支援センターのブランチ（住民に身近な受付窓口）として位置

づけ、地域に根差した相談・実態把握活動を行います。  

 

①総合相談支援事業 

【実施事業等】 

事業概要 

高齢者本人や家族、地域の人などから相談を受け、介護・福祉・生活支援など必要なサ

ービスや機関、制度の利用につなげるなどの支援を行います。 

初期段階において、専門的又は緊急の対応が必要と判断された場合は、個別の支援計画

の策定、また支援計画に基づいた適切なサービスの利用につなげる等の支援を行います。 

 

【実績値及び目標値】 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

相談延人数(人) 4,240 2,216 3,228 3,500 3,500 3,500 
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②権利擁護事業 

【実施事業等】 

事業概要 

認知症で本人に身寄りがない、あるいは親族からの虐待等がある場合、尊厳を持って安

心して生活できるよう、権利擁護のために専門的・継続的な視点からの支援を実施します。 

地域包括支援センターを中心に、成年後見制度の活用や市民後見人育成など、権利擁護

推進体制の充実を図ります。必要な場合は、市長申立てにつなげます。  

 

【実績値及び目標値】 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

相談延人数(人) 57 131 150 160 170 180 

 

③包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

【実施事業等】 

事業概要 

地域のケアマネジャーに対するケアプラン作成技術の指導、サービス担当者会議の開催

支援等、個々の高齢者の状況変化に応じた適切で専門的な見地からの指導、相談に対応し

ます。さらに、ケアマネジメントの長期的な実施、ケアマネジャーの技術向上、ケアマネ

ジメントの公正・中立性の確保に努めます。 

地域のケアマネジャーが抱える支援困難事例について、具体的な支援方針を検討し、指

導助言等を行います。 

地域における包括的・継続的なケアを実施するため、市内の介護保険事業所及び施設に

介護保険制度や保健福祉サービスに関する情報提供や事業所間の情報交換を行う場を設

けます。 

 

【実績値及び目標値】 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

相談延人数(人) 148 285 300 310 320 330 
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(３)任意事業 

地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心して、その人らしい生活を継続していくこと

ができるように、高齢者本人及び高齢者を介護する家族等に、様々な支援を行います。  

 

①家族介護支援事業 

【実施事業等】 

事業名称等 事業概要 

家族介護教室 要介護者、要支援者の介護をしている家族等を対

象に、適切な介護知識・技術の習得についての講座

等を実施します。 

ねたきり老人等介護手当支給事業 在宅でねたきり又は重度の認知症の高齢者を常時

介護している人に対し、その労をねぎらうことを目

的に手当を支給します。 

 

【実績値及び目標値】 

家族介護教室 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施回数(回) 6 6 6 6 6 6 

参加延人数(人) 153 147 150 160 170 180 

ねたきり老人等介護人手当支給事業 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実人数(人) 36 38 30 33 36 39 

 

②その他の事業 

【実施事業等】 

事業名称等 事業概要 

住宅改修支援費支給事業 ケアマネジャーがいない人が、介護保険による住

宅改修を行う場合、理由書作成料を支給します。 

シルバーハウジング生活援助員 

派遣事業 

県営牛渕団地内高齢者専用住宅（21 戸）入居者に

対して、安否確認や日常生活の相談援助等を行いま

す。 

介護サービス相談員派遣事業 介護サービス相談員（研修を受けた市民）を介護

事業所等へ派遣し、利用者の相談に応じ、サービス

担当者と意見交換を行い、利用者の疑問や不満、不

安の解消を図ります。 

食の自立支援事業 食事を用意することが困難な高齢者等に、栄養の

バランスがとれた調理済みの食事を訪問により提供

し、併せて安否確認を行います。 
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【実績値及び目標値】 

住宅改修支援費支給事業 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施件数(件) 13 8 15 20 20 20 

シルバーハウジング生活援助員派遣事業 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延件数(件) 86 246 300 300 300 300 

介護サービス相談員派遣事業 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施回数(回) 132 121 120 140 140 140 

食の自立支援事業 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用延食数(食) 22,068 21,714 16,644 16,500 16,000 15,500 
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２ 福祉サービスの提供と生きがいづくり 

 

(１)老人クラブ 

地域を基盤とする高齢者の自主的な活動組織である「老人クラブ」が、地域のニーズ

に対応した様々な活動を展開することにより、高齢者同士の交流を通じた生きがいと健

康づくりを進めます。 

また、幅広い社会活動を通じ、老人クラブ相互の親睦と発展を図り、孤立化を防いで

介護予防につなげます。 

 

【実績値及び目標値】 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

クラブ数(クラブ) 29 29 29 30 30 30 

会員数(人) 3,057 3,002 2,943 3,050 3,100 3,150 

 

(２)老人福祉センター 

高齢者を中心とした団体の活発な活動の場として頻繁に施設が活用され、健康づくり

を行うコミュニティの場所として機能しています。  

今後も、高齢者が健康の増進を図り、趣味・教養やレクリエーション等を通じて交流

できる基幹的な場所として、老人福祉センターの円滑な運営に努めます。 

 

【実績値及び目標値】 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用延人数(人) 28,891 26,477 26,000 26,100 26,200 26,300 

 

(３)シルバー人材センター 

就労を希望する高齢者が、その意欲と能力に応じ、長年培った知識や経験が有効に生

かされ、多様なニーズに見合った就労機会の確保ができるよう、シルバー人材センター

の活動を支援します。 

就業を通じた社会参加の輪を広げ、地域社会への貢献と、生きがいの充実を図りま

す。 

 

【実績値及び目標値】 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

会員数(人) 188 182 176 190 200 210 
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(４)老人保護措置 

環境や経済的な理由により、在宅において日常生活を営むことが困難な人に対して、

養護老人ホームへの入所措置を行うなど、適切に対応します。 

入所申込みの申請があった場合は、養護状況や現在の心身的状況、経済状況などに関

する調査を実施した後、入所判定委員会を開催し、入所の要否を判定します。 

また、虐待により緊急に被養護者と養護者を分離する必要がある場合には、職権によ

り介護保険サービス事業所への入所等の措置を行います。 

 

【実績値及び目標値】 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

入所延人数(人) 123 98 73 90 100 110 

 

(５)緊急通報体制整備事業 

緊急時の連絡手段を確保し、安心して生活できることを目的に、在宅の原則 75 歳以

上の一人暮らし高齢者を対象に、緊急通報装置を貸与します。 

 

【実績値及び目標値】 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用延人数(人) 1,394 1,408 1,362 1,440 1,470 1,500 

利用金額計(千円) 3,461 3,519 3,439 3,630 3,706 3,782 

 

(６)はり、きゅう及びマッサージ施術費助成事業 

健康の維持・増進を目的に、65 歳以上の人を対象に、はり、きゅう及びマッサージの

施術費用の一部を助成します（１回当たり 1,000 円 月３回を限度）。 

 

【実績値及び目標値】 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用延人数(人) 472 470 436 470 480 490 

利用回数計(回) 1,372 1,368 1,352 1,368 1,388 1,408 
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(７)老人福祉電話補助事業 

連絡手段の確保を目的に、65 歳以上の一人暮らし又は高齢者のみの世帯に電話を設置・

貸与し、毎月の基本料金を補助します。 

近年、固定電話等を設置している高齢者が多く、利用者が減少傾向となっています。 

 

【実績値及び目標値】 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用延人数(人) 21 12 0 12 12 12 

利用金額計(千円) 44 24 0 24 24 24 

 

(８)日常生活用具給付等事業 

要援護者又は一人暮らしの高齢者を対象に、安心して日常生活を送ることができるよ

うに、火災警報器、自動消火器、電磁調理器を給付し、自宅内での火災防止を図ります。 

 

【実績値及び目標値】 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用実人数(人) 1 1 3 3 4 5 

利用金額計(千円) 5 5 15 15 20 25 

 

(９)高齢者の社会参加の促進 

①ふれあい・いきいきサロン 

老後をいきいきと暮らすために、気軽に出かけて一緒に食事をすること等で孤立を防ぎ、

気軽に仲間づくりができるサロン活動の活性化を支援します。 

 

【実績値及び目標値】 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

サロン数(か所) 53 53 53 53 53 53 

 

②地域ボランティア等との連携 

多様な生活上の支援ニーズに対応するためには、介護保険サービス以外のボランティ

ア等の人材を育成していくことが重要であり、また、高齢者がボランティア活動など社

会的な活動に参加することにより、介護予防と生きがいづくりにつながります。 

社会福祉協議会と連携し、各種ボランティア養成研修やボランティアセンターの活動

などの取組を推進します。 

 

  



 

52 

３ 充実した介護サービスと適正な運用 

 

(１)介護サービスの基盤整備 

高齢者が、介護が必要になった場合でも住み慣れた地域で安心して生活を可能な限り

継続できるよう、在宅で受けられるサービスの充実・強化に取り組むとともに、介護保

険サービスの利用の促進や、質の向上に努めます。 

第８期計画期間中の施設の整備予定については、今後の要介護（要支援）認定率の大

幅な伸びが見込まれないこと、また、介護従事者の担い手確保が困難であること等を勘

案し、新たな地域密着型サービスの整備は行わないこととします。ただし、利用者のニ

ーズやサービス事業所の動向をみながら、本市に現在整備されていない在宅系サービス

の整備については、柔軟に対応することとします。 

 

(２)居宅サービスの展開 

 

※以下、表中の数値は、令和元年度までは実績値、令和２年度は見込値、令和３年度以降は推計値となります。 

 

① 訪問介護 

介護福祉士、ホームヘルパー等が居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の介護や、その他

の日常生活での支援を行います。 

在宅サービスの中でも利用率の高いサービスとなっており、本計画期間中も高い利用

が見込まれるため、事業所との連携を図りながら、日常生活支援サービスの提供やホー

ムヘルパーの資質の向上に取り組みます。 

 

 

 

  

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和22年度

給付費（千円/年） 193,991 185,787 213,208 208,841 214,787 220,754 228,081 316,869

人数（人/月） 285 289 274 273 280 287 297 388
訪問介護

193,991 185,787
213,208 208,841 214,787 220,754 228,081 

316,869 
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（千円）
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② 介護予防訪問入浴介護／訪問入浴介護 

居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行います。 

在宅で生活する高齢者で、介護度が高い人の利用が多いサービスとなっていることか

ら、一定程度の利用者数を見込みます。 

 

 

 

③ 介護予防訪問看護／訪問看護 

看護師、保健師、理学療法士又は作業療法士が居宅を訪問し、療養上の世話や必要な

診療の補助を行います。 

サービスの利用人数、利用回数ともに年々増加傾向にあります。今後の高齢化の進行

を見据えた上で、サービス利用者数を見込み、利用者の療養生活の支援と心身機能の維

持回復を目指します。 

 

 

  

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和22年度

給付費（千円/年） 0 47 0 0 0 0 0 0

人数（人/月） 0 0.2 0 0 0 0 0 0

給付費（千円/年） 3,410 3,935 6,133 7,483 7,487 7,487 7,487 13,068

人数（人/月） 5 5 8 9 9 9 9 16

介護予防訪問入浴介護

訪問入浴介護

3,410 3,935
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訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和22年度

給付費（千円/年） 16,052 15,063 18,747 20,266 20,277 20,277 21,017 24,387

人数（人/月） 46 44 50 54 54 54 56 65

給付費（千円/年） 68,762 72,319 90,824 101,476 104,141 107,357 110,847 151,991

人数（人/月） 131 136 153 169 173 178 184 246

介護予防訪問看護

訪問看護
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④ 介護予防訪問リハビリテーション／訪問リハビリテーション  

居宅において、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための理学療

法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行います。実績値をもとに、引き続き

一定程度の利用見込みを掲げ、在宅の要介護者に対して必要なリハビリテーションを提

供します。 

 

 

 

⑤ 介護予防居宅療養管理指導／居宅療養管理指導 

病院、診療所の医師、歯科医師、歯科衛生士、管理栄養士又は薬局の薬剤師等が居宅を

訪問して、療養上の管理及び指導等を行います。 

サービスの利用状況は増加傾向にあり、本計画期間中も在宅での療養上の指導管理を

必要とされる方の増加を見込みます。 

 

 

  

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和22年度

給付費（千円/年） 0 243 0 0 0 0 0 0

人数（人/月） 0 1 0 0 0 0 0 0

給付費（千円/年） 1,725 1,867 2,547 2,171 2,681 2,681 2,681 4,128

人数（人/月） 4 5 5 5 6 6 6 9

介護予防訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーション
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訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和22年度

給付費（千円/年） 314 721 1,219 1,562 1,563 1,563 1,563 1,898

人数（人/月） 4 8 15 19 19 19 19 23

給付費（千円/年） 21,169 20,822 23,956 25,610 26,048 26,685 27,648 39,001

人数（人/月） 186 188 227 241 245 251 260 368

介護予防居宅療養管理指導

居宅療養管理指導
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⑥ 通所介護 

デイサービスセンター等に通い、施設において、入浴、食事の提供等日常生活での支

援や機能訓練を行います。 

今後は、要介護認定者数の増加が見込まれることから、引き続き利用者が増加すると

見込んでいます。 

 

 

 

 

⑦ 介護予防通所リハビリテーション／通所リハビリテーション  

介護老人保健施設、病院、診療所に通い、施設において心身の機能の維持回復を図り、

日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを

行います。 

今後は、要支援・要介護認定者数の増加が見込まれることから、利用者が増加すると

見込んでいます。 

 

 

  

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和22年度

給付費（千円/年） 313,038 321,339 313,991 343,823 350,984 360,719 370,239 480,489

人数（人/月） 320 321 306 321 328 337 346 442
通所介護

313,038 321,339 313,991
343,823 350,984 360,719 370,239 
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平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和22年度

給付費（千円/年） 58,756 57,507 55,278 58,248 59,041 59,534 61,055 69,604

人数（人/月） 152 141 133 142 144 145 149 170

給付費（千円/年） 229,328 244,059 228,150 245,414 251,192 258,105 267,356 351,895

人数（人/月） 265 283 259 271 277 285 295 377

介護予防通所リハビリテーション

通所リハビリテーション
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⑧ 介護予防短期入所生活介護／短期入所生活介護 

特別養護老人ホーム等に短期入所し、施設において、入浴、排泄、食事等の介護等日常

生活での支援や機能訓練を行います。 

本人の生活状態のみならず、家族の介護負担軽減を図る上で重要なサービスの 1 つと

なっていることから、一時的に在宅での日常生活に支障がある要介護者に対するサービ

スの供給に努めていきます。 

 

 

 

⑨ 介護予防短期入所療養介護（老健）／短期入所療養介護（老健）  

介護老人保健施設に短期入所し、施設において、看護、医学的管理のもとにおける介

護、機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の支援を行います。 

サービス利用状況はおおむね安定してきたと判断したため、本計画期間中も現状程度

の利用で推移するものと思われます。 

 

  

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和22年度

給付費（千円/年） 1,364 904 983 1,019 1,019 1,019 1,019 1,019

人数（人/月） 3 3 2 2 2 2 2 2

給付費（千円/年） 203,737 201,514 202,072 212,963 215,746 222,266 230,178 329,837

人数（人/月） 130 121 112 116 117 121 125 173

介護予防短期入所生活介護

短期入所生活介護
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短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和22年度

給付費（千円/年） 1,514 1,306 1,776 2,042 2,043 2,043 2,043 2,043

人数（人/月） 1 1 2 2 2 2 2 2

給付費（千円/年） 30,864 38,185 44,372 44,009 44,033 44,033 44,945 64,093

人数（人/月） 23 31 31 32 32 32 33 46

介護予防短期入所療養介護（老健）

短期入所療養介護（老健）
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⑩ 介護予防短期入所療養介護（病院等）／短期入所療養介護（病院等）  

介護療養型医療施設等に短期入所し、施設において、看護、医学的管理のもと、介護、

機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の支援を行います。 

本計画期間中においては、サービスの利用見込みはありません。 

 

 

⑪ 介護予防短期入所療養介護（介護医療院等）／短期入所療養介護（介護医療院等）  

介護医療院等に短期入所し、施設において、看護、医学的管理のもと、介護・機能訓

練・その他必要な医療や日常生活上の支援を行います。 

本計画期間中においては、サービスの利用見込みはありません。 

 

 

⑫ 介護予防福祉用具貸与／福祉用具貸与 

在宅での生活を支援するため、車いすや特殊寝台・床ずれ防止用具等を貸与します。 

今後、高齢者数は増加傾向であることから、利用の増加が見込まれます。 

 

 

 

 

 

  

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和22年度

給付費（千円/年） 20,072 19,050 20,179 21,195 21,611 21,701 22,296 25,493

人数（人/月） 249 237 236 251 256 257 264 302

給付費（千円/年） 73,765 75,567 77,835 79,058 81,765 83,072 85,786 116,904

人数（人/月） 528 548 560 567 586 596 615 806

介護予防福祉用具貸与

福祉用具貸与
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⑬ 特定介護予防福祉用具購入費／特定福祉用具購入費 

在宅での生活を支援するため、腰掛便座、入浴補助用具等の福祉用具を購入した際に、

購入費の一部を支給します。 

今後、高齢者数は増加傾向であることから、利用の増加が見込まれます。 

 

 

 

⑭ 介護予防住宅改修費／住宅改修費 

在宅での生活を支援するため、手すりの取り付け、段差の解消等の住宅改修を行った

際に、改修費用の一部を支給します。 

近年の実績を勘案すると、今後は大きな変動はないものの、将来的には利用の増加を

見込んでいます。 

 

 

  

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和22年度

給付費（千円/年） 895 870 1,123 1,123 1,392 1,392 1,392 1,392

人数（人/月） 3 3 4 4 5 5 5 5

給付費（千円/年） 2,179 2,689 2,324 2,847 2,847 2,847 2,847 3,341

人数（人/月） 7 8 9 10 10 10 10 12

介護予防特定福祉用具購入費

特定福祉用具購入費
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特定福祉用具購入費 介護予防特定福祉用具購入費

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和22年度

給付費（千円/年） 5,610 4,786 4,045 3,479 4,045 4,045 4,045 4,935

人数（人/月） 5 5 6 5 6 6 6 7

給付費（千円/年） 6,466 9,774 10,054 9,762 9,762 10,730 11,696 13,676

人数（人/月） 12 11 10 10 10 11 12 14

介護予防住宅改修費

住宅改修費

6,466
9,774 10,054 9,762 9,762 10,730 11,696

13,676

5,610

4,786 4,045 3,479 4,045
4,045

4,045

4,935

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和22年度

（千円）

住宅改修費 介護予防住宅改修費



 

59 

⑮ 介護予防特定施設入居者生活介護／特定施設入居者生活介護  

有料老人ホーム、軽費老人ホームに入所している要介護者等について、その施設が提

供するサービスの内容、担当者等を定めた計画に基づき行われる入浴、排泄、食事等の

介護、その他の日常生活での支援、機能訓練、療養上の世話を行います。 

近年の傾向として、有料老人ホーム等へ入居される方の増加が見受けられることから、

給付費も増加するものと見込まれます。 

 

 

 

⑯ 介護予防支援／居宅介護支援 

介護サービス等の適切な利用ができるよう、ケアプラン（介護予防ケアプラン）を作

成するとともに、それに基づくサービスの提供を確保するため事業者との連絡調整等を

行います。 

今後、高齢者数は増加傾向であることから、利用の増加が見込まれます。 

 

  

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和22年度

給付費（千円/年） 6,097 5,846 6,648 7,406 8,545 9,680 4,045 4,935

人数（人/月） 6 6 7 8 9 10 6 7

給付費（千円/年） 142,086 154,095 159,726 166,204 166,477 169,104 169,104 169,104

人数（人/月） 61 65 66 69 69 70 70 70

介護予防特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護
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特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和22年度

給付費（千円/年） 18,388 17,320 17,398 17,507 17,839 17,839 18,321 21,000

人数（人/月） 348 327 327 327 333 333 342 392

給付費（千円/年） 149,478 152,839 152,541 156,298 159,689 164,087 169,441 221,455

人数（人/月） 840 861 868 887 906 931 961 1,242

介護予防支援

居宅介護支援
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(３)地域密着型サービスの展開 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪

問介護と訪問看護を一体的に又はそれぞれが密接に連携しながら、定期巡回訪問と随時

の対応を行います。 

本計画期間中においては、サービスの利用見込みはありませんが、利用者のニーズや

サービス事業所の動向をみながら、柔軟に対応していきます。 

 

 

② 夜間対応型訪問介護 

主に要介護３以上の人について、夜間の定期的な巡回訪問、又は通報を受け、その人

の居宅において、入浴、排泄、食事の介護その他の日常生活での支援を行います。 

本計画期間中においては、サービスの利用見込みはありませんが、利用者のニーズや

サービス事業所の動向をみながら、柔軟に対応していきます。 

 

 

③ 地域密着型通所介護 

利用定員 18 人以下の小規模のデイサービスセンター等において、食事、入浴、その他

の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練等を日帰りで提供するサービスとして、利用

者の心身機能の維持向上と、利用者の家族負担の軽減を図ります。 

近年の利用実績において、サービス利用が伸びていることから、引き続き利用の増加

が見込まれます。 

 

 

 

 

④ 介護予防認知症対応型通所介護／認知症対応型通所介護  

認知症の状態にある高齢者を対象に、デイサービスセンター等において、入浴、排泄、

食事等の介護、その他の日常生活での支援及び機能訓練を行います。 

本計画期間中においては、サービスの利用見込みはありません。 

  

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和22年度

給付費（千円/年） 89,618 85,661 98,289 110,392 113,228 114,653 119,889 156,211

人数（人/月） 98 101 107 112 115 117 122 156
地域密着型通所介護
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⑤ 介護予防小規模多機能型居宅介護／小規模多機能型居宅介護  

「通い」（デイサービス）を基本に、必要に応じて随時、「訪問」（ホームヘルプサービ

ス）や「泊まり」（ショートステイ）を組み合わせて、身近な地域でなじみの介護職員に

よる多様な介護を行います。 

近年の利用実績において、特に要介護者のサービス利用が伸びていることから、要介

護者の利用増加が見込まれます。 

 

 

⑥ 介護予防認知症対応型共同生活介護／認知症対応型共同生活介護  

認知症の要介護者等が、生活支援を受けながら共同生活をする施設であるグループホ

ームにおいて、入浴、排泄、食事の介護や日常生活での支援及び機能訓練を受けます。 

ここ数年のサービス利用状況はおおむね安定しており、本計画期間中も現状程度の利

用で推移すると見込まれます。 

 

  

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和22年度

給付費（千円/年） 1,728 1,702 1,501 975 975 975 975 975

人数（人/月） 2 2 2 1 1 1 1 1

給付費（千円/年） 56,936 57,029 64,801 77,706 77,749 77,749 77,749 77,749

人数（人/月） 25 26 32 39 39 39 39 39
小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護
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平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和22年度

給付費（千円/年） 0 0 0 0 0 0 0 0

人数（人/月） 0 0 0 0 0 0 0 0

給付費（千円/年） 369,959 378,381 392,772 394,913 395,132 395,132 395,132 395,132

人数（人/月） 122 123 126 126 126 126 126 126

介護予防認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護
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⑦ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

定員 29 人以下の特定施設に入所している要介護者について、その地域密着型特定施設

が提供するサービスの内容、担当者等を定めた計画に基づき行われる入浴、排泄、食事

等の介護、その他の日常生活上の支援、機能訓練、療養上の世話を行います。 

本計画期間中においては、サービスの利用見込みはありません。 

 

 

⑧ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

定員 29 人以下の特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、地域密着型施設サー

ビス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活での支援、機能訓練、

健康管理及び療養上の世話を行います。 

ここ数年のサービス利用状況はおおむね安定してきており、本計画期間中も現状程度

の利用で推移すると見込まれます。 

 

 

 

 

⑨ 看護小規模多機能型居宅介護 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護等複数の居宅サービスや地域密着型サービスを組

み合わせて提供します。１つの事業所でサービスが組み合わされ提供されるため、サー

ビス間の調整が行いやすく柔軟なサービス提供が可能になることや、一体的に提供する

複合型事業所の創設により、医療ニーズの高い要介護者への支援を充実することが可能

となります。 

本計画期間中においては、サービスの利用見込みはありませんが、利用者のニーズや

サービス事業所の動向をみながら、柔軟に対応していきます。 

  

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和22年度

給付費（千円/年） 106,304 107,947 108,919 109,952 110,013 110,013 110,013 110,013

人数（人/月） 30 30 29 29 29 29 29 29
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
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(４)施設サービスの展開 

① 介護老人福祉施設 

ねたきりや認知症により、自宅では介護が困難な人が入所できる施設で、食事・入浴・

排泄等日常生活介護や療養上の支援が受けられます。 

近年、松山圏域における新たな施設整備も落ちついてきたことから、本計画期間中も

現状程度の利用で推移するものと見込まれます。 

 

 

 

② 介護老人保健施設 

病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで、看護・介護・リハビリテーション

を行う施設で、医療上のケアや日常生活介護等を一体的に提供して、在宅復帰を目指し

ます。 

近年、松山圏域における新たな施設整備も落ちついてきたことから、本計画期間中も

現状程度の利用で推移するものと見込まれます。 

 

 

 

  

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和22年度

給付費（千円/年） 474,386 449,716 457,980 460,598 461,947 463,008 463,008 463,008

人数（人/月） 148 144 144 144 144 144 144 144
介護老人福祉施設
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平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和22年度

給付費（千円/年） 569,226 592,394 642,827 661,226 662,249 666,450 666,450 666,450

人数（人/月） 176 174 185 190 190 190 190 190
介護老人保健施設
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③ 介護医療院／介護療養型医療施設 

急性期の治療は終了したものの、医学的管理のもとで長期にわたる療養が必要な人の

ための医療機関の病床で、医療・看護・介護・リハビリテーション等が受けられます。 

介護医療院とは、平成 30（2018）年４月に創設され、長期的な医療と介護の両方を必

要とする高齢者を対象に、日常的な医学管理や看取り等の医療機能と、生活施設として

の機能を提供できる施設です。 

介護療養型医療施設は令和６（2024）年３月までに介護医療院へ転換される方針とな

っていることから、今後は、介護医療院利用者の増加が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和22年度

給付費（千円/年） 0 9,076 10,382 36,353 41,392 30,940 80,378 80,378

人数（人/月） 0 2 4 7 8 6 16 16

給付費（千円/年） 54,414 47,205 28,271 22,111 22,123 25,033

人数（人/月） 16 12 9 7 7 8

介護医療院

介護療養型医療施設
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(５)第８期計画の給付費の見込み 

① 介護保険料の算定手順 

第８期計画期間（令和３（2021）年度～令和５（2023）年度）における介護保険事業の

第１号被保険者の介護保険料基準額については、国が示す推計方法を踏まえて、地域包

括ケア「見える化」システムを利用し、以下の手順に沿って算出しました。第７期計画期

間（平成 30（2018）年度～令和２（2020）年度）における被保険者数、認定者数、サー

ビス利用者数、給付費等の実績をもとに推計を行い、介護保険料の算定にあたっての諸

係数等を勘案しながら第１号被保険者の介護保険料基準額を設定する流れとなっていま

す。 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

  

第７期計画期間の被保険者数、認定者数、サービス利用者数、給付費等の実績  

第１号被保険者数と要支援・要介護認定者数の推計  

居宅（介護予防）サービス、地域密着型（介護予防）サービス、施設サービス利用者数の推計  

サービス量・給付費の推計 

第１号被保険者の介護保険料で負担すべき事業費（保険料収納必要額） 

第８期計画における第１号被保険者の介護保険料基準額 

制度改正による費用負担見直し 

第１号被保険者が負担する割合 

調整交付金交付割合 

準備基金等の活用 

予定保険料収納率 

保険料段階の設定 

新たな交付負担 
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①―１介護給付（要介護１～５） 

（単位：千円） 

介護給付費分 
令和３ 

(2021)年度 

令和４ 

(2022)年度 

令和５ 

(2023)年度 

令和７ 

(2025)年度 

令和 22 

(2040)年度 

居宅サービス 1,605,959 1,637,639 1,679,927 1,728,336 2,275,851 

 

訪問介護 208,841 214,787 220,754 228,081 316,869 

訪問入浴介護 7,483 7,487 7,487 7,487 13,068 

訪問看護 101,476 104,141 107,357 110,847 151,991 

訪問リハビリテーション 2,171 2,681 2,681 2,681 4,128 

居宅療養管理指導  25,610 26,048 26,685 27,648 39,001 

通所介護 343,823 350,984 360,719 370,239 480,489 

通所リハビリテーション 245,414 251,192 258,105 267,356 351,895 

短期入所生活介護  212,963 215,746 222,266 230,178 329,837 

短期入所療養介護（老健） 44,009 44,033 44,033 44,945 64,093 

短期入所療養介護（病院等） 0 0 0 0 0 

短期入所療養介護(介護医療院) 0 0 0 0 0 

福祉用具貸与 79,058 81,765 83,072 85,786 116,904 

特定福祉用具購入費  2,847 2,847 2,847 2,847 3,341 

住宅改修費 9,762 9,762 10,730 11,696 13,676 

特定施設入居者生活介護  166,204 166,477 169,104 169,104 169,104 

居宅介護支援 156,298 159,689 164,087 169,441 221,455 

地域密着型サービス 692,963 696,122 697,547 702,783 739,105 

  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0 0 0 0 0 

夜間対応型訪問介護  0 0 0 0 0 

地域密着型通所介護  110,392 113,228 114,653 119,889 156,211 

認知症対応型通所介護  0 0 0 0 0 

小規模多機能型居宅介護  77,706 77,749 77,749 77,749 77,749 

認知症対応型共同生活介護 394,913 395,132 395,132 395,132 395,132 

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 109,952 110,013 110,013 110,013 110,013 

看護小規模多機能型居宅介護 0 0 0 0 0 

施設サービス 1,180,288 1,187,711 1,185,431 1,209,836 1,209,836 

 

介護老人福祉施設  460,598 461,947 463,008 463,008 463,008 

介護老人保健施設  661,226 662,249 666,450 666,450 666,450 

介護医療院 36,353 41,392 30,940 80,378 80,378 

介護療養型医療施設  22,111 22,123 25,033   

合計 3,479,210 3,521,472 3,562,905 3,640,955 4,224,792 
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①―２予防給付（要支援１～２） 

（単位：千円） 

介護予防給付費分 
令和３ 

(2021)年度 

令和４ 

(2022)年度 

令和５ 

(2023)年度 

令和７ 

(2025)年度 

令和 22 

(2040)年度 

介護予防サービス 133,847 137,375 139,093 142,431 161,451 

 

介護予防訪問入浴介護  0 0 0 0 0 

介護予防訪問看護  20,266 20,277 20,277 21,017 24,387 

介護予防訪問リハビリテーション 0 0 0 0 0 

介護予防居宅療養管理指導 1,562 1,563 1,563 1,563 1,898 

介護予防通所リハビリテーション 58,248 59,041 59,534 61,055 69,604 

介護予防短期入所生活介護 1,019 1,019 1,019 1,019 1,019 

介護予防短期入所療養介護（老健） 2,042 2,043 2,043 2,043 2,043 

介護予防短期入所療養介護（病院等） 0 0 0 0 0 

介護予防短期入所療養介護(介護医療院) 0 0 0 0 0 

介護予防福祉用具貸与  21,195 21,611 21,701 22,296 25,493 

特定介護予防福祉用具購入費 1,123 1,392 1,392 1,392 1,392 

介護予防住宅改修  3,479 4,045 4,045 4,045 4,935 

介護予防特定施設入居者生活介護  7,406 8,545 9,680 9,680 9,680 

介護予防支援 17,507 17,839 17,839 18,321 21,000 

地域密着型介護予防サービス 975 975 975 975 975 

 
介護予防認知症対応型通所介護  0 0 0 0 0 

介護予防小規模多機能型居宅介護  975 975 975 975 975 

介護予防認知症対応型共同生活介護 0 0 0 0 0 

合計 134,822 138,350 140,068 143,406 162,426 

 

①―３総給付費 

（単位：千円） 

総給付費 
令和３ 

(2021)年度 

令和４ 

(2022)年度 

令和５ 

(2023)年度 

令和７ 

(2025)年度 

令和 22 

(2040)年度 

介護給付費分 3,479,210 3,521,472 3,562,905 3,640,955 4,224,792 

介護予防給付費分 134,822 138,350 140,068 143,406 162,426 

合計 3,614,032 3,659,822 3,702,973 3,784,361 4,387,218 
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①―４標準給付費の見込み 

（単位：円） 

 

第８期 

合計 

令和３ 

(2021)年度 

令和４ 

(2022)年度 

令和５ 

(2023)年度 

標準給付費見込額  11,701,818,758 3,860,396,947 3,897,618,331 3,943,803,480 

 

総給付費 10,976,827,000 3,614,032,000 3,659,822,000 3,702,973,000 

特定入所者介護サービス費等給付額  

（財政影響額調整後） 
352,892,983 123,319,774 113,933,877 115,639,332 

 

特定入所者介護サービス費等 

給付額 
443,591,000 145,605,000 147,886,000 150,100,000 

特定入所者介護サービス費等 

の見直しに伴う財政影響額  
90,698,017 22,285,226 33,952,123 34,460,668 

高額介護サービス費等給付額 

（財政影響額調整後） 
304,790,775 100,959,173 101,423,454 102,408,148 

 

高額介護サービス費等給付額 309,000,000 102,000,000 103,000,000 104,000,000 

高額介護サービス費等の 

見直しに伴う財政影響額  
4,209,225 1,040,827 1,576,546 1,591,852 

高額医療合算介護サービス費等 

給付額 
53,679,000 17,620,000 17,896,000 18,163,000 

算定対象審査支払手数料  13,629,000 4,466,000 4,543,000 4,620,000 

 

審査支払手数料一件あたり単価  77 77 77 

審査支払手数料支払件数  177,000 58,000 59,000 60,000 

審査支払手数料差引額  0 0 0 0 

 

①―５地域支援事業費の見込み 

（単位：円） 

 

第８期 

合計 

令和３ 

(2021)年度 

令和４ 

(2022)年度 

令和５ 

(2023)年度 

地域支援事業費  598,620,000 199,040,000 199,540,000 200,040,000 

 

介護予防・日常生活支援総合事業費  397,137,000 131,863,000 132,387,000 132,887,000 

包括的支援事業（地域包括支援  

センターの運営）及び任意事業費  
137,337,000 45,779,000 45,779,000 45,779,000 

包括的支援事業（社会保障充実分） 64,146,000 21,398,000 21,374,000 21,374,000 
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ｃ 保険料収納必要額 

 

② 第８期計画における介護保険料 

第１号被保険者の負担割合（23％）、予定保険料収納率（99.20％）、所得段階別加入割

合補正後被保険者数、調整交付金、介護給付費準備基金等取崩額の影響を算定した結果、

第８期計画における第１号被保険者の保険料基準月額は 7,278 円となります。 

 

【介護保険料算定のプロセス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※端数処理により、算出結果が一致しない場合があります。 

  

ｆ 保険料基準額  年額：87，300 円（月額：7,278 円） ＝ 

第１号被保険者負担分相当額 

＋）調整交付金相当額  

－）調整交付金見込額  

－）介護給付費準備基金等取崩額 

  

 

ａ 標準給付費＋地域支援事業費合計見込額 

① （令和３（2021）～５（2023）年度） 

12,300,438 千円 

 

ｂ 第 1 号被保険者負担分相当額（令和３（2021）～５（2023）年度） 

2,829,100 千円（ａの 23％） 

ｄ 収納率  99.20％ 

収納率で補正後  2,674,460 千円 

ｅ 所得段階別加入割合補正後被保険者数   30,621 人 

（基準額の割合によって補正した令和３（2021）～５（2023）年度の被保険者数） 

÷ 

保険料収納必要額               2,653,064千円 

 

2,829,100 千円 

604,947 千円 

692,583 千円 

88,400 千円 
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【所得段階別介護保険料】 

所得 

段階 
区分 所得要件 

基準額に 

乗じる率 

保険料 

（年額） 

1 

世帯全員が 

住民税非課税 

老齢福祉年金を受給している人、生活保

護を受けている人、合計所得金額（年金

収入に係る所得は除く）＋課税年金収入

額が 80 万円以下の人 

0.3 26,200 円 

2 

合計所得金額（年金収入に係る所得は除

く）＋課税年金収入額が 80 万円超 120 万

円以下の人 

0.5 43,700 円 

3 
合計所得金額（年金収入に係る所得は除

く）＋課税年金収入額が 120 万円超の人 
0.7 61,100 円 

4 

本人非課税で 

世帯内に課税者

がいる 

合計所得金額（年金収入に係る所得は除

く）＋課税年金収入額が 80 万円以下の

人 

0.9 78,600 円 

5 
合計所得金額（年金収入に係る所得は除

く）＋課税年金収入額が 80 万円超の人 

1.0 

（基準額） 
87,300 円 

6 

本人が 

住民税課税 

合計所得金額 120 万円未満の人 1.2 104,800 円 

7 
合計所得金額 120 万円以上 210 万円未満

の人 
1.3 113,500 円 

8 
合計所得金額 210 万円以上 320 万円未満

の人 
1.5 131,000 円 

9 合計所得金額 320 万円以上の人 1.7 148,400 円 
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(６)介護給付等費用適正化への取組 

近年の高齢化の急速な進行に伴い、介護サービス給付費も増加しています。介護保険

サービスに係る費用は、原則として１割から３割を利用者が負担し、残りの７割から９

割を介護保険料等で賄っています。今後も、市民の皆さまが安心してサービスを利用し

続けるためにも、持続可能な介護保険制度の構築に努める必要があります。 

介護給付適正化の推進にあたっては、国の介護給付適正化計画と県の介護給付適正化

計画との整合性を保ちながら推進します。また、限られた資源を効率的・効果的に活用

するため、保険者の役割として、適正化事業に取り組みます。 

 

【実施事業等】 

①要介護認定の適正化 

認定調査の適正化 認定調査が適正に行われるよう、研修等の機会

を確保し、調査員の資質の向上を図ります。 

認定調査の事後点検 要支援・要介護認定申請に係る認定調査の内容

について、点検を行い、適正かつ公平な要介護認定

の確保を図ります。 

認定結果の格差是正に向けた取組 一次判定から二次判定の軽重度変更率の地域格

差や合議体間の格差等を把握し分析等を行い、格

差是正の取組を行います。 

 

②ケアプランの点検 

利用者の自立支援に資する適切なケアプランであるか等に着目した点検を行い、その状態

に適合していない場合は、介護支援専門員に対してプランの見直しを求め、個々の受給者が

真に必要とするサービスの確保につなげます。 

 

③住宅改修等の点検 

改修工事を行おうとする受給者宅の実態確認や工事見積書の点検、竣工時の訪問調査等を

行い、施工状況を点検することにより、受給者の状態にそぐわない不適切又は不要な住宅改

修の防止を図ります。 

 

④縦覧点検・医療情報との突合 

縦覧点検 請求内容の誤り等を早期に発見するため、愛媛

県国民健康保険団体連合会から提供されるデータ

を活用し、受給者ごとに介護報酬を確認し、サービ

スの整合性・算定回数等の点検を行います。 

医療情報との突合 受給者の入院情報と介護給付情報を突合し、給

付日数や提供されたサービスの整合性の点検を行

い、医療と介護の重複請求の防止を図ります。 

 

⑤介護給付費通知 

事業所の架空請求や過剰請求の防止・抑止につなげるため、利用者に介護給付状況を通知

します。 
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(７)介護サービスの質の確保・向上 

介護保険事業を円滑に運営するため、制度の持続可能性を確保するとともに、制度の

周知と啓発に努めながら、適切なサービスの提供及びさらなる質の向上を図り、介護が

必要な人が安心して利用できる環境の整備に努めます。 

また、介護サービス事業者に対する指導・監査において、集団指導、実地指導を定期

的に行い、サービスの質を高めます。 

 

①適切なサービス事業者の選定 

事業者を選定するにあたっては、各地域に住むサービス利用者のニーズに応じ、良質なサ

ービスを提供する適切な事業者を選定します。 

また、指導や監査などの管理体制を強化し、サービスの質の改善・向上等を図ります。 

 

②利用者の苦情、相談への対応 

利用者が安心して多様なサービスを利用できるよう、分かりやすい情報提供や相談・苦情

対応に努めるなど、情報提供・相談体制を充実します。 

 

③事業者自身によるサービスの質の向上 

事業所の情報を公表することにより、事業所自身によるサービス改善への取組を促進し、

介護サービス全体の質の向上を図るとともに、利用者やその家族等が介護サービス事業等を

適切に選択することができる体制整備を推進するため、県と連携し、「介護サービス情報公

表システム」の利用促進等の取組を行います。 

 

④感染症や事故防止についてマニュアルの周知徹底 

新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、介護事業所等と連携した感染症対策について

の周知・啓発等の実施や関係部局と連携した介護事業所等における感染症発生時に必要な物

資についての備蓄体制及び関係機関・団体と連携した感染症発生時の支援・応援体制を整備

します。 

 

⑤新型インフルエンザ等対策の行動計画との調和に配慮した感染症に備えた取組  

新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、新型インフルエンザ等発生時における対策

の協議・検討を行い、感染症に備えた取組を推進します。 
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(８)高齢者の住まいの充実 

県と連携し、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅及び軽費老人ホームを適

切に選択するための必要な情報を市民に分かりやすく提供するとともに、設置状況や入

居者数等の把握に努めます。 

また、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅については、入居者の快適な

居住環境の確保や入居者保護の施策強化を図るとともに、介護ニーズの受け皿としての

役割を果たし、適正な事業運営がなされるよう指導に努めます。 

 

(９)介護・福祉人材の確保 

全国的に高齢化が進む中、介護を担う人材の不足が課題となっています。国によれ

ば、団塊の世代が後期高齢者（75 歳以上）となる令和７（2025）年には約 34 万人の介

護人材の不足が生じると推測されており、継続的な取組が必要となっています。 

本市の高齢化率は今後も上昇が見込まれ、介護需要がさらに拡大することが想定され

ることから、介護人材のさらなる確保と質の向上が必要になります。 

不足する介護人材の確保にあたっては、介護職に就いた人材が長く働けるようにする

定着への支援、介護人材の質の向上など、介護人材の確保、定着、育成を総合的に取り

組む必要があることから、県と連携し、研修会等の実施により、適切な情報の提供を行

うとともに地域全体のスキルアップを図り、働きやすい環境をつくり、人材の確保、定

着、育成を進めます。 
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４ 地域で支えあう安心なまち 

 

(１)地域包括ケアシステムの取組 

高齢化や人口減少が進展する中で、制度の持続可能性を維持し、高齢者がその有する

能力に応じた自立した生活を送っていくためには、保険者である市が地域課題を分析し、

地域包括ケアシステムの充実を図ることが必要です。 

本市では、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続けられるよう、介護予

防や助け合いによる生活支援を含め、取組を推進していきます。 

 

①地域包括ケアシステムの深化・推進 

地域包括ケアシステムとは、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援を目指して、できる限

り住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けることができるよう、地域で医療・介護・介護

予防・住まい・生活支援が一体的に提供される体制のことです。 

要介護高齢者や支援を必要とする高齢者を地域で支えていくために、生活の基盤となる住

まいが適切に提供される環境を確保するとともに、切れ目なく一体的に提供される「地域包

括ケアシステム」の深化・推進を図る必要があります。 

さらに、高齢者だけでなく、地域住民の誰もが役割を持ち、お互いに支えあい、安心して

生活できる地域共生社会の実現を目指すとともに、健康づくりに関する意識の向上、地域・

社会活動、健康増進や介護予防の活動などへの参加を通じて人との関わりを持ちながら、い

つまでも生きがいを持って元気に活躍できる生涯現役社会を推進します。 

 

②地域包括ケアシステムの普及啓発 

地域包括ケアシステムの深化・推進には高齢者自身の積極的な介護予防の取組や社会参加

（自助）、支えあい活動（互助）が重要となります。介護予防や支えあい活動を身近に捉えて

自ら取り組めるよう、介護予防の効果や支えあい活動の好事例を分かりやすく発信するな

ど、普及啓発の取組を推進します。  

 

③地域共生社会の実現に向けた取組の推進（重層的支援体制整備事業）  

地域における複雑かつ複合化した支援ニーズに対応するため、既存の介護、障がい、子ど

も、生活困窮の相談支援等の取組を生かしながら、地域住民の複雑・複合化した支援ニーズ

に対応する包括的な支援体制を構築するため、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支

援を一体的に実施する事業（重層的支援体制整備事業）が令和３（2021）年度から創設され

ます。 

今後、県や近隣市町との連携やモデル事業の実施状況を踏まえ、地域共生社会の実現に向

けた包括的な支援体制の整備を構築するため、事業実施を検討していきます。  
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(２)在宅医療・介護連携の推進 

医療及び介護ニーズを併せ持つ高齢者が、住み慣れた地域において可能な限り自分ら

しい暮らしを続けることができるよう、在宅医療及び介護の連携の核となる人材の確

保・養成を図りつつ、地域の関係団体等と協働して在宅医療・介護連携を推進します。 

 

①在宅医療・介護連携のための体制の充実 

在宅医療・介護連携に関する情報収集、

課題抽出、対応策の検討 

在宅医療・介護連携推進委員会及び同委員会ワ

ーキンググループ会議を開催し、在宅医療・介護

連携に関する課題抽出と対応策の検討を行いま

す。 

医療機関、介護事業所、行政サービス、各種相

談窓口、介護予防に資する通いの場等の情報を集

約し、「高齢者医療・介護・福祉ガイドブック」を

年１回発行し、周知を図ります。 

在宅医療・介護関係者の相談支援 地域包括支援センターに設置している在宅医

療・介護連携に関する相談窓口において、医療機

関・介護事業者双方からの相談を受け付け、適切

な医療機関・介護事業所等の紹介、連絡調整を行

います。 

今後は市医師会等との連携を強化し、より円滑

な相談支援ができるよう体制の充実を図ります。 

地域住民への普及啓発 在宅医療や介護サービスで受けられる支援の

内容や利用方法等について、リーフレットの作

成・配布や講演会、出前講座等を開催します。 

医療・介護関係者の情報共有の支援、 

研修等 

「松山圏域における入・退院支援ルールの手引

き」や「愛媛県版在宅気づきシート」について、

関係者への周知に努め、活用状況調査、改善のた

めの意見集約等を行います。 

在宅医療・介護に携わる多職種の従事者を対象

に、在宅医療、訪問看護、薬剤師の役割等に関す

る内容の研修を行います。 

 

 

②レセプト情報と介護情報の連結・解析 

国保データベースシステム（ＫＤＢシステム）を活用し、平均寿命や健康寿命、要介護認

定を受けている人が抱えている疾患の確認等、地域の健康課題を把握し、高齢者の保健事業

と介護予防の一体的実施に向けた取組を推進します。 
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(３)認知症施策の総合的な推進 

国においては、認知症が多くの人にとって身近なものとなっている状況を踏まえ、認

知症になった場合でも住み慣れた地域で尊厳と希望を持って認知症とともに生きる、ま

た、認知症があってもなくても同じ社会でともに生きる「共生」を目指すとともに、生活

習慣の改善や社会参加によって認知症の発症や進行を遅らせる「予防」の取組を推進す

るため、令和元（2019）年６月に「認知症施策推進大綱」が策定されました。 

本市においても高齢化率の上昇に伴い、認知症高齢者の増加が予測されることから、

認知症の人や家族の視点を重視し、認知症施策の一層の推進に取り組みます。 

認知症の人やその家族に早期にかかわる「認知症初期集中支援チーム」の活動を推進

するとともに、認知症のすべての時期を通じて必要な医療・介護及び生活支援が提供さ

れるよう、「認知症地域支援推進員」の活動推進及び地域の認知症の人やその家族の支援

ニーズと認知症サポーターによる支援活動をつなぐ仕組み（チームオレンジ）をコーデ

ィネートする「チームオレンジコーディネーター」の配置により、地域における支援体

制の構築と認知症ケアの向上を図ります。 

 

①認知症初期集中支援の推進 

地域包括支援センターに配置している「認知症初期集中支援チーム」により、認知症の早期

診断、早期対応に向けた集中的な支援を行います。 

支援件数が少ないため、今後は事業の周知を行うとともに、使用する評価ツールや帳票、運

用方法等について見直しを行ったうえで、事業の推進を図ります。 

 

【実績値及び目標値】 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

支援実人数(人) 3 2 2 5 6 7 

 

②地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上 

ア．普及啓発・本人発信支援 

事業名称等 事業概要 

認知症サポーター等の養成 職域や地域、学校等を対象に、認知症を正しく

理解し、認知症の人や家族を温かく見守り支援す

る「認知症サポーター」を養成する講座を開催し

ます。 

また、県が実施する所定の研修を受講し、認知

症サポーター養成講座の講師等、認知症に関する

ボランティア活動を行う「認知症キャラバン・メ

イト」の養成に協力するとともに、認知症キャラ

バン・メイト連絡会を定期的に開催し、その活動

を支援します。 
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事業名称等 事業概要 

普及啓発 東温市健康フォーラム等の機会を活用し、体験

型のブースを設け、高齢者の特性や認知症につい

ての普及啓発を行います。 

また、遊びながら認知症について学べる「と

うおんサポーターかるた」の普及により、理解

促進を図ります。 

認知症の当事者からの発信支援 認知症の当事者・関係者から、認知症とともに

希望を持って生活している体験や、困りごとなど

を集約し、当事者からの発信による普及活動を推

進します。 

 

イ．予防 

事業名称等 事業概要 

介護予防に資する通いの場の活動促進 自主運動グループやサロン等の活動を支援し、

介護予防に資する取組の推進を図ります。 

健康診査等と連携した予防に関する情報

提供 

健康診査後の診察相談日に相談窓口を設け、後

期高齢者（75 歳以上）の質問票等において認知

機能低下に不安がある人に対して予防に関する

相談や情報提供を行います。 

 

ウ．医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

事業名称等 事業概要 

専門的な相談支援 地域包括支援センターにおいて、認知症地域支

援推進員を中心に、専門的な知識・経験を生かし

た相談支援を行います。 

認知症ケアに携わる多職種協働のための

取組 

県や認知症疾患医療センターが実施する連絡

会・講演会等について関係者に周知を図り、積極

的な参加を促します。 

市においては、多職種の従事者が協働して支援

している事例紹介や、認知症予防、認知症の行動・

心理症状への対応等についての研修を実施しま

す。 

認知症ケアパスの改訂・普及 認知症キャラバン・メイトや家族の集いの参加

者、認知症ケアに携わる関係者の意見を踏まえて

「認知症ケアパス」（認知症の容態に応じた相談

先や、いつ、どこで、どのような医療・介護サー

ビス等を受けられるかを標準的に示したもの）の

改訂を行い、市民や関係者に普及を図ります。 

家族の集い 認知症キャラバン・メイトの協力を得て家族の

集いを定期的に開催します。 

今後は事業の周知を図り、参加者の拡充に努め

ます。 
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事業名称等 事業概要 

認知症カフェの開催 「東温交流カフェ きらきら」を定期的に開

催します。 

認知症の人とその家族、地域住民、関係者が

自然な形で交流し、介護負担の軽減につながる

よう、取組を推進します。 

 

エ．認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援  

事業名称等 事業概要 

認知症行方不明者発見訓練等 認知症の人を地域で見守り支えるため、認知症

と思われる人への声かけや捜索、連絡等の訓練を

実施します。 

新たにＩＣＴ（情報通信技術）による見守りシ

ステムを活用した訓練等を検討し、行方不明者の

早期発見の体制整備を推進します。 

チームオレンジの整備と運営支援 地域包括支援センターにチームオレンジコー

ディネーターを配置し、地域の認知症の人やその

家族の支援ニーズと認知症サポーターによる支

援活動をつなぐ仕組み（チームオレンジ）を整備

します。 

若年性認知症の人への支援 県の若年性認知症支援コーディネーター等と

連携し、就労継続の支援等も含め、適切な支援を

行います。 

社会参加活動の体制整備 認知症の人が地域において役割を担い、これま

での経験や残された能力を生かして農作業や商

品の製造・販売、その他の軽作業、地域活動等の

社会参加活動を行うための体制整備に向けて、ニ

ーズ把握、情報収集、関係者との協議等を行いま

す。 

 

オ．研究開発・産業促進・国際展開 

国等が実施する認知症の実態把握や予防、ケアに関する各種調査研究等に協力します。 
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【実績値及び目標値】 

認知症サポーターの養成 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施回数(回) 11 16 5 15 15 15 

参加人数(人) 497 569 170 450 450 450 

認知症キャラバン・メイトの活動支援 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

連絡会実施回数(回) 12 12 10 12 12 12 

活動会員数(人) 30 30 41 42 44 46 

家族の集い 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施回数(回) 6 6 8 10 11 12 

認知症行方不明者発見訓練等 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施回数(回) 1 1 1 2 2 2 
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(４)生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進 

単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が増加する中、すべての人が地域との

つながりや生きがいを持ちながら暮らしていくため、多様な生活支援や介護予防、社会

参加の必要性が求められていることから、生活支援体制整備事業を推進し、住み慣れた

地域で自分らしく安心して暮らし続けられるよう取り組んでいきます。 

日常生活圏域ごとに「生活支援コーディネーター（地域支えあい推進員）」と「協議体」

を配置して、地域住民の「互助」による助けあい活動を推進することで、地域全体で高齢

者の生活を支える体制づくりを進めます。また、高齢者の社会参加を促進するために「就

労的活動支援コーディネーター」を新たに配置します。 

 

①生活支援体制整備事業 

協議体 行政機関、社会福祉協議会、社会福祉法人、Ｎ

ＰＯ、ボランティア団体、介護サービス事業者、

地縁組織などの関係者によって組織される「協議

体」を、中学校区単位（第２層）と市全域（第１

層）に設置し、地域の課題や社会資源の見える化

を推進し、情報共有を行います。 

第２層協議体は月１回、第１層協議体は年２回

程度協議を行い、主に助け合い活動の普及を図る

活動を行っており、今後は具体的な助けあい活動

の創出につなげます。 

生活支援コーディネーター 中学校区単位（第２層）と市全域（第１層）に

設置している生活支援コーディネーターが、協議

体と協働し、具体的な助けあい活動の創出とニー

ズと支援のマッチングを行う体制の構築を図り

ます。 

就労的活動支援コーディネーター 新たに就労的活動支援コーディネーターを配

置し、就労的活動の場を提供する民間企業・団体

等と就労的活動を請け負う事業者等のマッチン

グを行うなど、高齢者の特性に応じた就労活動を

コーディネートする体制の構築に向けて、ニーズ

把握、情報収集、関係者との協議等を行います。 
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【実績値及び目標値】 

協議体 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第２層(協議体数) 2 2 2 2 2 2 

生活支援コーディネーター 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人数(人) 3 3 3 3 3 3 

就労的活動支援コーディネーター 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人数(人) － － － 1 1 1 

 

②ボランティアの活動支援 

市民同士で困りごとを助けあえる仕組みづくりを検討し、ニーズの把握とボランティアの

養成等、具体的な取組について検討します。 

 

【実績値及び目標値】 

ボランティアセンター等の活用・活動支援 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

登録団体数（団体） 32 34 34 35 36 37 

会員数(人) 590 629 512 540 570 600 

ボランティア保険 

加入者数(人) 
794 789 768 780 790 800 
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(５)地域における見守りの推進 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、高齢者を含めた地域住

民やボランティア、ＮＰＯ、事業者等がそれぞれの特性を生かして連携・協働し、高齢者

を見守る体制の充実・強化を図ります。 

 

①地域見守りネットワークの構築 

徘徊高齢者等ＳＯＳネットワークの推進 事前に市に登録している人が行方不明になっ

た際、その情報を市内協力事業所に提供し、捜索

の協力を依頼することで早期発見・保護につなげ

ます。 

今後は、登録者を普段から見守るネットワーク

づくりや登録事業者に対する認知症の理解を深

める講座の開催など、体制の強化を図る取組の検

討を行うとともに、より重層的に見守る体制の構

築を図ります。 

見守りネットワークの推進 民生児童委員による見守り、また業者に委託し

ての配食サービス、社会福祉協議会によるふれあ

いコールやふれあい給食等を実施するとともに、

市が民間事業所と「見守りネットワークに関する

協定書」を締結し、異変を察知した際に、情報を

市へ提供する仕組みの充実を図ります。 

 

(６)高齢者虐待防止対策の推進 

地域包括支援センターと連携し、虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援

を行うとともに、解決困難な事例については県弁護士会、県社会福祉士会とが組織する

虐待対応専門職チームの派遣を依頼し、専門的立場からの助言を受け、適切に対応して

いきます。 

近年、事例の内容が複雑化するとともに、対応件数が増加傾向となっていることから、

標準的な手順や帳票を整備し、迅速かつ適切な対応ができる体制整備を構築するととも

に、虐待リスクの早期把握と支援導入を図るため、関係者に対する研修や連絡会等を開

催し、連携体制の構築を推進します。 
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(７)地域ケア会議の推進 

医療、介護等の多様な関係者が個別事例に対する支援を検討し、高齢者個人への支援

を充実させるとともに、個別事例の検討の積み重ねにより地域に共通する課題を集約し、

地域づくりや政策形成につなげるため、地域ケア会議の充実・機能強化を図ります。 

 

①地域ケア介護の推進 

地域ケア個別会議 支援困難事例等に関する地域ケア個別会議、介

護予防のための地域ケア個別会議の体系を整備

し、地域包括支援センターが中心となって、医療、

介護等の多職種及び在宅介護支援センター、民生

児童委員などの関係機関等による地域ケア個別

会議を開催します。 

自立支援の視点を強化するため、参画を依頼す

る専門職の範囲や使用する帳票、運用方法につい

て定期的に見直し、改善を図ります。 

地域包括ケア推進会議 地域ケア個別会議で検討された最適な手法や

地域課題を関係者と共有し、高齢者を支援する関

係機関等との連携・協力体制を構築するため「地

域包括ケア推進会議」を開催し、具体的な検討を

行います。 

 

地域ケア個別会議 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施回数(回) 4 22 12 12 12 12 

 

地域包括ケア推進会議 

 
実績値 目標値 

平成 30 年度 令和元年度 
令和２年度 

（見込） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実施回数(回) 1 2 2 2 2 2 
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(８)災害や感染症対策に係る体制整備 

平成 30（2018）年７月に発生した西日本豪雨等による自然災害に加え、令和２（2020）

年の新型コロナウイルス感染症の拡大により、これまでとは異なるリスク管理や、新し

い生活様式への対応を迫られています。 

緊急・災害時に迅速に対応するため、避難支援が必要な人の把握、避難支援訓練の検

討・実施など地域における支援体制の強化に努めるとともに、災害発生時に、配慮を要

する人が、避難所で円滑に過ごすことができる体制を確保します。 

 

①災害や感染症対策に係る体制整備 

避難行動要支援者支援事業の推進 平成 28（2016）年度に作成した「東温市避難行

動要支援者支援プラン（全体計画）」に基づき、市

の支援体制整備を進めるとともに、避難行動要支

援者名簿を作成し、情報提供の同意が得られた人

の名簿を避難支援等関係者へ提供しています。 

今後は関係課と連携し、個別計画の作成や地域

での支援体制づくりをさらに推進します。 

感染症対策の推進 新型コロナウイルスやインフルエンザ等感染

症の感染対策に努めます。 

介護事業所等に対しては、平時からの物資及び

資材の備蓄を促し、感染予防の啓発を行います。 

県内発生期に備え、感染対策物資の配布等によ

り、感染防止を支援するとともに、感染が発生し

た場合には、感染拡大の防止に努めます。 

また、感染拡大により、外出が困難となった高

齢者の支援に努めます。 

 

(９)成年後見制度の利用促進 

成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づき、以下の施策に取り組みます。 

 

①地域連携ネットワークの構築 

今後は成年後見制度の利用が必要な人の状況に応じ、親族や法律・福祉・医療・地域の関係

者が連携して関わり、適切に必要な支援につなげるための仕組みづくりが必要です。そのた

め、地域連携ネットワークにおける個別の協力活動のほか、困難事例に対するためのケース

会議の開催など、多職種が連携して個々の支援等にかかわる体制づくりを目指します。 

 

②中核機関の設置 

地域連携ネットワークに必要な、関係する団体とのコーディネートを行う中核機関の設置

について検討します。 
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第５章  計画の推進体制 

１ 連携体制の強化 

(１)地域包括支援センターの機能強化 

地域包括支援センターは、介護保険法第115条の46第１項に基づき、地域住民の心身の健

康保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福

祉の増進を包括的に支援することを目的とする機関です。 

地域包括支援センターが行う業務は、主に「介護予防支援（介護予防ケアマネジメント）」、

「総合相談支援」、「権利擁護（高齢者の虐待防止・早期発見を含む）」、「包括的･継続的ケ

アマネジメント支援」の４つですが、今後は地域包括ケアの中心として、地域ケア会議を

通じた地域及び多職種のネットワークづくりや地域の課題の把握、地域資源の開発、さら

には重層的支援体制整備の一環として、地域包括支援センターの果たす役割がさらに大き

くなってくることから、より一層地域包括支援センターの周知を図るとともに、日々の活

動の中で、これまで以上に地域に密着し、浸透するよう機能強化を図ります。 

また、複合課題への対応や地域づくりの強化のため、保険者機能強化交付金等の活用も

含め、今後も人材確保と育成を図ります。 

さらに、地域包括支援センター運営協議会等で評価・点検を行い運営状況等についての

情報を公表し、適正な運営を図ります。 

 

(２)庁内組織との連携強化 

地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて、庁内においては長寿介護課を中心に、高

齢者の健康・生きがいづくり、保健、医療、生涯学習、まちづくりなどを担う企画政策課等

の関係各課による横断的な連携体制を強化し、本市の地域の実情に合った施策を企画・展

開していきます。 

 

(３)関係機関との連携強化 

地域包括ケアシステムの深化・推進には、関係団体や介護サービス事業者、医療機関等

の協力と連携が不可欠です。このため、地域包括支援センターを中心として、社会福祉協

議会、福祉・保健・医療機関、民生委員・児童委員、ボランティア、ＮＰＯ、地域の各種団

体などと、より一層の連携に努めていきます。 

また、介護保険事業の円滑な運営を目指すために情報の共有化を図るとともに、介護サ

ービス事業者との連携及び介護サービス事業者間の連携強化に努めていきます。 

 

(４)地域住民等との連携強化 

地域住民、ボランティア、福祉関係団体、サービス事業者、医療機関等と行政とが、それ

ぞれの役割を果たしながら協力し、高齢者が地域で安心して生活できる地域包括ケアシス

テムの実現を目指します。また、地域の将来を担う子どもたちが福祉について正しく理解

するための福祉教育や、地域の人々が福祉に対する意識を高め、福祉活動に積極的に参画

するように、地域全体で福祉を支えていく仕組みの構築を目指します。  
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２ 計画の評価・点検 

 

(１)介護保険推進委員会の開催 

東温市介護保険推進委員会規則に基づき、医療関係者、住民代表者、福祉関係者、事業

関係者からなる「東温市介護保険推進委員会」を設置し協議を進めます。 

本計画は、令和５（2023）年度を目標年度としていますが、計画に盛り込んだ施策・事

業の進捗状況とその成果について同推進委員会において、評価・点検するほか、保険者

機能強化推進交付金等の指標を活用したＰＤＣＡサイクルにより、適切な進行管理を行

い、その結果を本計画期間中に実施する施策・事業に反映させます。 

また、地域包括ケアシステム構築の目標年である令和７（2025）年までの中期的な視

点に立って施策・事業を展開するため、社会情勢やニーズの変化を踏まえて、関係機関・

団体などからの提言・意見を反映させるなど、実効性のある計画の実現に努めます。 

 

(２)地域包括ケア推進会議等の開催 

本計画を効果的に推進するため、「地域包括ケア推進会議」、「在宅医療・介護連携推進

委員会」、「認知症初期集中支援チーム検討委員会」を合同で設置し、各事業の進捗状況

を評価・点検するとともに、事業間の連携や地域包括ケア全般の推進に向けての協議を

行います。 
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３ 東温市における地域包括ケア推進体制（検討・協議の体系） 

 

 

  

 

市 
 

全 
 

体 

個 
 

別 

地 
 

域 

地域づくり 

地域の課題及

び資源の抽
出、ネット

ワーク構築等 

政策提案 

地域包括ケア

の推進に必要
な制度やシス

テムを提案 

【組織の長レベル】 

介護保険推進委員会、高齢者福祉計画策定委員会、地域包括支

援センター運営協議会、地域密着型サービス運営委員会 
・介護保険計画・高齢者福祉計画の策定、進捗状況管理 

・介護サービスの質の向上等に関すること 

・地域包括支援センターの運営に関すること 

・地域密着型サービスの指定、サービスの質の確保、運営評価に関すること 

【実務者の長レベル】 

地域包括ケア推進会議 
個別課題や分野ごとの協議内容等を集約し、必要な施策を提案 

認知症初期集中支援チーム 

検討委員会 

 
・認知症初期集中支援チームの

活動評価、運営に関すること 

・認知症施策推進に関すること 

在宅医療・介護連携 

推進委員会 
 

在宅医療・介護連携の課題の抽

出及び対応策の検討 

地域ケア個別会議 
自立支援、重症化予防、困難事例への対応について、サービス担当者以外の専

門職やインフォーマルな関係者も含めて対応策を検討 

個別の相談支援 
・個別の相談支援 

・介護保険サービス担当者会議等 

認知症初期集中支援チーム 
・認知症初期集中支援の実施 

・チーム員会議にて訪問支援対象者の支援内容検討 

審議・承認 

方針・計画の

策定と進捗管
理 

生活支援体制整備 

協議体 

 
多様な主体による情報

共有の仕組み 

第１層 

  

市全体 

第２層 

 

・重信地区 
・川内地区 

【実務者レベル】 
 

実務者による各種連絡会等において、個別事例及び地域課題を共有し、対応策

を検討  

個別課題の 

解決 

自立支援、重
症化予防、困

難事例への対

応等 
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資料編 

１ 東温市高齢者福祉計画策定等委員会規則 

 

（平成 24 年 3 月 23 日規則第 7 号） 

改正 平成 24 年 12 月 26 日規則第 57 号  平成 27 年 3 月 27 日規則第 14 号 

 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、東温市附属機関設置条例（平成 24 年東温市条例第 2 号）第 3 条の規定

に基づき、東温市高齢者福祉計画策定等委員会(以下「委員会」という。)の構成、運営等

に関し必要な事項を定めるものとする。 

(所掌事務) 

第 2 条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。 

(1) 東温市高齢者福祉計画(以下「計画」という。)の策定及び変更に関すること。 

(2) 計画の進捗状況の管理に関すること。 

(3) 事業計画に基づく施策に関すること。 

(4) 高齢者福祉サービス等の評価及び質の向上に関すること。 

(5) その他高齢者福祉事業の運営等に関すること。 

(組織及び任期) 

第 3 条 委員会の委員の定数は、15 人以内とし、東温市介護保険推進委員会規則(平成 24 年

東温市規則第  号)第 3 条に定める委員が兼ねる。 

2 委員は、医療関係者、住民代表者、福祉関係者、事業関係者その他市長が必要と認める者

のうちから市長が委嘱する。 

3 委員の任期は、2 年とする。ただし、再任することを妨げない。 

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(会長及び副会長) 

第 4 条 委員会に会長及び副会長をそれぞれ 1 人置く。 

2 会長は委員が互選し、副会長は会長が指名する。 

3 会長は会務を統括し、委員会を代表する。 

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

(招集等) 

第 5 条 会長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員委嘱後最初に招集される

委員会は、市長が招集する。 

2 会長が必要と認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求めて、その意見又は

説明を聴くことができる。 

(議事) 

第 6 条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 
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(議事録) 

第 7 条 委員会の議事については、議事録を作成しなければならない。 

2 委員会の書記は、市の職員のうちから市長が任命する。 

(報告) 

第 8 条 会長は、委員会で検討された事項のうち、必要なものについて市長に報告する。 

(庶務) 

第 9 条 委員会の庶務は、長寿介護課において処理する。 

(委任) 

第 10 条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に

諮って定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

(委員の任期の特例) 

2 この規則の施行後最初に招集される委員会の委員の任期は、第 3 条第 3 項の規定にかかわ

らず、平成 25 年 3 月 31 日までとする。 

 

附 則(平成 24 年 12 月 26 日規則第 57 号) 
 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成 27 年 3 月 27 日規則第 14 号) 
 

この規則は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 
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２ 東温市介護保険推進委員会規則 

 

（平成 24 年 3 月 23 日規則第 32 号） 

改正 平成 24 年 12 月 26 日規則第 56 号  平成 27 年 3 月 27 日規則第 14 号 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、東温市附属機関設置条例（平成 24 年東温市条例第 2 号）第 3 条の規定

に基づき、東温市介護保険推進委員会(以下「委員会」という。)の構成、運営等に関し必

要な事項を定めるものとする。 

(所管事務) 

第 2 条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。 

(1) 東温市介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)の進捗状況管理に関すること。 

(2) 事業計画の策定及び変更に関すること。 

(3) 事業計画に基づく施策に関すること。 

(4) 介護サービス等の評価及び質の向上に関すること。 

(5) その他介護保険事業の運営等に関すること。 

(組織及び任期) 

第 3 条 委員会の委員の定数は、15 人以内とする。 

2 委員は、医療関係者、住民代表者、福祉関係者、事業関係者その他市長が必要と認める者

のうちから市長が委嘱する。 

3 委員の任期は、2 年とする。ただし、再任することを妨げない。 

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(会長及び副会長) 

第 4 条 委員会に会長及び副会長をそれぞれ 1 人置く。 

2 会長は委員が互選し、副会長は会長が指名する。 

3 会長は会務を統括し、委員会を代表する。 

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

(招集等) 

第 5 条 会長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員委嘱後最初に招集される

委員会は、市長が招集する。 

2 会長が必要と認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求めて、その意見又は

説明を聴くことができる。 

(議事) 

第 6 条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

(議事録) 

第 7 条 委員会の議事については、議事録を作成しなければならない。 

2 委員会の書記は、市の職員のうちから市長が任命する。 

(報告) 

第 8 条 会長は、委員会で検討された事項のうち、必要なものについて市長に報告する。 

(庶務) 

第 9 条 委員会の庶務は、長寿介護課において処理する。 
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(その他) 

第 10 条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に

諮って定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

(委員の任期の特例) 

2 この規則の施行後最初に招集される委員会の委員の任期は、第 3 条第 3 項の規定にかかわ

らず、平成 25 年 3 月 31 日までとする。 

 

附 則(平成 24 年 12 月 26 日規則第 56 号) 
 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成 27 年 3 月 27 日規則第 14 号) 
 

この規則は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 
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３ 東温市高齢者福祉計画策定等委員会委員名簿 

（東温市介護保険推進委員会委員名簿、東温市地域包括支援センター運営協議会委員名簿、

東温市介護保険地域密着型サービス運営委員会委員名簿） 

 

【任期：令和元（2019）年７月１日～令和３（2021）年６月 30 日】 

番号 区分 氏名 職名等（団体等） 備考 

１ 医療関係者 中 野   敬 東温市医師会代表 会長 

２ 医療関係者 菅 野 栄 治 東温市歯科医師会代表  

３ 医療関係者 堀 尾 郁 夫 愛媛県薬剤師会  

４ 福祉関係者 渡 部 元 衛 東温市民生児童委員協議会会長  

５ 福祉関係者 大 谷 早 美 東温市民生児童委員協議会副会長  

６ 福祉関係者 安 部   毅 東温市老人クラブ連合会会長  

７ 福祉関係者 菅 野 邦 彦 東温市ボランティア連絡協議会会長  

８ 福祉関係者 佐 伯   守 障害者支援施設三恵ホーム施設長  

９ 事業関係者 藤 原   弘 東温市社会福祉協議会会長 副会長 

10 事業関係者 濱 村 奈 緒 介護老人福祉施設ウエルケア重信施設長  

11 事業関係者 髙 橋 雅 志 介護老人福祉施設ガリラヤ荘施設長  

12 事業関係者 重 藤 眞 一 介護老人保健施設希望の館副施設長  

13 事業関係者 田 内 桂 司 介護老人保健施設長安施設長  

14 住民代表者 三 棟 義 博 東温市区長会会長  

15 住民代表者 児 玉 徳 子 公募委員  
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